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          午前 ９時５９分  開 議 

〇議長（三田敏秋君） ただいまの出席議員数は全員です。定足数に達しておりますので、これから

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程により議事を進めてまいりますので、よろしくご協

力をお願いします。 

                                             

日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（三田敏秋君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則の規定によって、１番、上村正朗君、13番、鈴木いせ子さんを指名

いたします。ご了承を願います。 

                                             

日程第２ 一般質問 

〇議長（三田敏秋君） 日程第２、昨日に引き続き一般質問を行います。 

  本日の一般質問は５名を予定しておりますので、ご了承を願います。 

  最初に、６番、河村幸雄君の一般質問を許します。 

  ６番、河村幸雄君。（拍手） 

          〔６番 河村幸雄君登壇〕 

〇６番（河村幸雄君） おはようございます。鷲ヶ巣会、河村幸雄です。２つの大きな項目で通告さ

せていただきます。２つとも会派鷲ヶ巣会の行政視察によるものでございます。 

  大きな１番、消防団の再編について。現行の人員体制では消防団が担う役割を十分に果たすこと

ができない状況になりつつあると感じていますが、10年先の将来を見据え、引き続き消防団の機能

を維持していくためには、組織体制の見直しと活動拠点となる消防器具置場の再編、消防車両の配

置、また訓練や行事の見直しなど検討が必要となってくると思いますが、次の点について市長の見

解をお伺いします。 

  ①、村上市消防団の今後の適正な団員の配置体制づくりの手順と方向性をお伺いいたします。 

  ②、消防器具置場や消防車両の数は適正なのか、今後の再編計画についてお伺いいたします。 

  ③、消防団員の負担軽減を図るために、訓練や行事の見直しを今後どう考えていくのかお聞きし

ます。 

  ④、消防団員の確保についてどのような対策を考えているのかをお伺いいたします。 

  大きな２番、移住促進について。新型コロナウイルスの感染が続く中、人口の過密な首都圏から

地方への移住へ関心が高まっています。移住先として本県は人気が高いといいますが、ウェブ会議

の導入が進むなど、どこに住んでいても仕事に支障がない時代になってきました。東京一極集中か

ら地方への回帰の流れは必ず来ると考えています。村上市への移住促進の取組について、次の点を
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お伺いいたします。 

  ①、一極集中が加速する東京に対し、地方は人口減少が止まらず縮小を続ける中、本市の地方回

帰への移住促進の取組の状況と近年の本市への移住者数と移住地区をお伺いします。 

  ②、移住希望者への情報発信を目的として首都圏で開催したセミナーへの参加状況や地元での相

談ケースなど、今後の課題と取組状況をお伺いします。 

  市長答弁の後に再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

          〔市長 高橋邦芳君登壇〕 

〇市長（高橋邦芳君） おはようございます。それでは、河村幸雄議員の２項目のご質問につきまし

て順次お答えをさせていただきます。 

  最初に、１項目め、消防団の再編についての１点目、消防団の今後の適正な団員配置体制づくり

の手順と方向性はとのお尋ねについてでございますが、本市の消防団の状況についてでありますが、

平成20年の合併時に2,329人でありました団員の数が令和２年４月の時点では2,101人と228人減少

いたしております。人口減少が進む中、新たに入団する団員の確保が難しい状況が続いている状況

であります。加えて、消防団員の高齢化により退団する団員も増えております。こうした中、消防

団員の加入促進を図るため消防団協力事業所表示制度を導入し、各事業者の皆様にご協力をいただ

きながら、消防団員として活動しやすい社会環境の整備に努めてきたところであります。多くの事

業者の皆様方からご理解いただき、消防団員が活動しやすい環境整備は確実に整ってきたというと

ころではありますが、消防団員の増加には至っていないのが現状であります。結果として、現在本

市において分団の各部に配備するポンプの台数が201台であるのに対し部の数が135部と、部の数が

ポンプの台数を下回っているといった状況であります。こうした状況を踏まえ、これまで本団各方

面隊において消防団の組織の在り方について検討を行ってまいりました。今定例会に消防団員の定

員を減ずることとして条例の一部改正をご提案しているところでありますが、先ほど申し上げまし

た本年４月の消防団の実員数をベースに、今後将来にわたって持続可能な組織についての再編計画

を取りまとめることといたしているところであります。 

  次に、２点目、消防器具置場や消防車両の数は適正なのか、今後の再編計画はとのお尋ねについ

てでございますが、１点目のご質問でもお答えいたしましたが、消防団に配備されているポンプの

台数が部の数を上回っている状況にあることが課題の一つであると捉えております。これまで市で

は、災害発生時の即応性と機動力を確保するため、ポンプ積載車の配備を進めてまいりました。そ

の結果、車両に積載されていないポンプにつきましては災害時における使用の機会が減少している

状況となっております。こうしたことから、ポンプの数、それら資機材を収納する消防器具置場の

数に加え、消防車両の数につきましても再編計画の中で見直すことといたしているところでありま

す。 
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  次に、３点目、消防団員の負担軽減を図るために、訓練や行事の見直しを今後どうお考えかとの

お尋ねについてでございますが、訓練につきましては消防団員として活動していく上において必要

であります。今後も適正な訓練機会の確保に努めてまいります。他方、消防団関連の行事でありま

すが、今年度からこれまで地域ごとに行われておりました春の消防演習とポンプ操法競技会を市全

体で一つにまとめて開催する予定でありました。残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響によ

りポンプ操法競技会は中止といたしましたが、今後はその他のイベントにつきましても、団員の負

担軽減の観点から見直しを検討してまいりたいと考えているところであります。 

  次に、４点目、消防団員の確保についてどのような対策をお考えかとのお尋ねについてでござい

ますが、１点目のご質問でもお答えをいたしましたが、人口減少や高齢化が進む中、どのように団

員を確保していくかは大きな課題であります。消防団員の実員数につきましては、平成20年４月１

日の合併時が2,329人、令和２年４月１日で2,101人と率にして9.8％の減少となっております。同時

期の本市の人口減少率が16.0％であることを踏まえますと、消防団協力事業所のご協力をはじめと

した市民の皆様のご協力により、団員の確保が図られてきたものと考えているところであります。

他方、人口減少、高齢化の進展に対応した対策を講ずることも必要となります。そうしたことから、

退団された元団員の皆様に平時の際の機械器具の点検や災害発生時の避難誘導、また火災鎮圧後の

警戒といった活動に従事していただく機能別団員としてご協力をいただけないかと考えているとこ

ろでありまして、再編計画の中で検討をいたしてまいりたいと考えているところであります。 

  次に、２項目め、移住促進についての１点目、本市の地方回帰への移住促進の取組の状況と近年

の本市への移住者数と移住地区はとのお尋ねについてでございますが、本市の移住推進の取組とい

たしましては、県などが主催する首都圏での移住促進イベントやセミナーへの出展、ホームページ

やメールマガジンを活用した移住関連情報の発信のほか、市内の空き家を有効活用し、移住・定住

の促進による地域の活性化を目的に平成23年10月から開始した村上市空き家バンク事業が挙げられ

ます。近年の本市への移住者数ですが、空き家バンクの取組から把握している人数につきましては、

平成30年度は14組23人であり、地域別では村上地域３組５人、神林地域３組４人、朝日地域５組10人、

山北地域３組４人であります。また、令和元年度は２組３人であり、地域別では村上地域１組２人、

山北地域１組１人となっております。 

  次に、２点目、移住希望者への情報発信を目的として首都圏で開催したセミナーへの参加状況や

地元での相談ケースなど、今後の課題と取組状況はとのお尋ねについてでございますが、昨年度は

新潟県などが主催する首都圏での移住促進セミナーやイベントに３回出展し、延べ17組20人の方か

ら移住の相談がありました。今年度の移住促進セミナー等は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より首都圏での開催が難しいため、オンラインシステムを活用した相談会となっており、８月末現

在、新潟県主催のオンライン移住セミナーに２回参加をいたしているところであります。今後も参

加できる機会を確保し、積極的な情報発信に努めてまいりたいと考えているところであります。ま
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た、今後の課題といたしましては、移住希望者が移住に期待することや、家族構成、ライフスタイ

ルに応じた相談体制の充実や、移住の実現に結びつけるための移住体験メニューの整備などが挙げ

られます。漠然と地方暮らしを検討されている方から、本市を具体的な移住候補地としてお考えの

方など、幅広に対応できる移住者受入れ体制整備を進めることで、多くの方に本市へ移住していた

だけるよう取組を進めていくことといたしております。 

  以上であります。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） どうもありがとうございました。消防団再編については、昨年度鷲ヶ巣会、

上越市で行政視察によるものも参考にさせていただいております。将来を見据えた消防団の役割を

果たす体制を確保するために、実情を踏まえた対応策が必要となってくるのかなと思います。地域

の実態に応じた消防団の再編、見直しとなると思うが、村上市消防団の適正配置のため、検討もし

くは準備委員会等はこれからやっていくということでございますでしょうか。検討委員会というよ

うなものはもう動き出しているわけでしょうか、教えていただきたいと思います。 

〇議長（三田敏秋君） 消防長。 

〇消防長（鈴木信義君） 今河村議員のご質問でございますが、検討委員会というものは発足してお

りません。ただ、消防団幹部、それから消防本部で昨年、一昨年からもう既に消防団の再編に関し

て話合いはなされております。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） 今後話を煮詰めていった中で、行政はもちろん、各方面隊の親方、また各地

域の組長や団員の声なども取り入れながら再編を進めていくという考えはあるのでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 消防長。 

〇消防長（鈴木信義君） 現在のところですが、消防団幹部の方々に、各方面隊ごとの実情がいろい

ろありますので、その中の話を持ち寄ってもらっていることと、あと消防本部のほうで一応たたき

台となるような編成を考えております。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） どうしてもその地域、地域によって考え方といいますか、違ってくるかと思

います。再編に当たっては、地域、町内、集落に対して再編成の目的はもちろん、理解と協力も得

ることが必要になってくるかと思います。そういうような、これは先のことでありますけれども、

説明会やら準備も必要になってくる、その辺も地域の意見を吸い上げるということで大事になって

いるかと思いますけれども、その件についてお願いいたします。 

〇議長（三田敏秋君） 消防長。 

〇消防長（鈴木信義君） ただいまうちのほうでスケジュール的に申しますと、今議会に上程してお

ります条例の一部改正、それが終わりますと再編計画の案ということで、うちのほうで３月末ぐら
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いまでにはつくり上げたいと。その後、来年度になりますが、区長会等での説明等々実施する予定

としております。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） 分かりました。お願いいたします。 

  活動拠点となる消防器具置場の数は適正なのかということは、団員不足のために器具置場を使用

していない、そういう地域も今現在あるかと思います。今後の考える選定方法としては、分団内で

一、二か所適切なところを選ぶとか、方法ですけれども、地域のバランスを考慮しながら学校区単

位で１か所設置場所を考えるとか、消防団員が集まりやすく、出動しやすいところを考えるとか、

駐車スペースも考えるとか、それは様々であるかと思いますけれども、今の場所が最善であるとい

うことは限ったことではないかと思います。そんな中で、そういうことを団員のそれこそアンケー

トでも意見を吸い上げてやっていっていただきたいと思いますが。 

〇議長（三田敏秋君） 消防長。 

〇消防長（鈴木信義君） 今河村議員のおっしゃるとおりでございます。ただいま団員数が減少して、

班にポンプはあるのですけれども、それを点検する人が１人しかいないとか、そういうところが多

々あります。その辺も踏まえた中で、再編の中で、機械器具の数もそうですし、ポンプ小屋に関し

てもそうですが、その辺を統合していくというようなところも考えております。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） そういう消防団員が減る中で消防器具置場を未使用なところも出てくると、

その場所を再利用していく、積極的に町内会や集落で理解を得た上で置場の再利用、そんなことも

考えていく必要があるかと思いますけれども、その辺は本部長というよりも市長、どのような形で

減少の中、今の従来の消防置場の使わないところも当然出てくるわけです。新たにそういう利用法、

利用価値というか、どのようにお考えでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 先ほど答弁申し上げましたとおり、ポンプの数が201に対して部の数が135、

これが現状我が村上市の消防団の実態であります。そうした中で、ただ配備をしました201台のポン

プ、当時は必要だった、団員もそれにサポートする体制がしっかりできていたという状況でありま

す。それが多分市における最大の安全側の仕組みなのだろうと思います。このたび定員の減員を計

画するに当たりまして、総務省消防庁が提示をしております基準、これ標準的なものに照らし合わ

せて議会にご提案申し上げているわけでありますけれども、それも現員数よりは少ないという状況

であります。そうしたところをしっかりと団員を増やしていくということの取組も進めなければな

りませんけれども、実態として合併後十数年たちましてこの状況でありますので、ここを最低限の

守りどころというふうに捉えて、やはりしっかりとした計画を立てていくということが重要だとい

うことで、今２年にわたりまして、今年で３年目に入っておりますけれども、検討しているという
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ところであります。そうした中で、資機材とハードの部分でありますけれども、これは公共施設の

在り方検討を今進めております。当然それも消防資機材置場の利活用についても検討していくとい

うことになろうというふうに思いますし、これまで、各地域で違いますけれども、地域の皆さんが

資機材置場をいろんな形で、今防災の意識高いわけでありますから、それを中心にして活動の拠点

としても活用していただける可能性は大いにあるのだろうというふうに思っておりますので、そう

いった幅広の視野を持ちながら、今後の公共施設の利活用の部分について、それをテーブルにのせ

ていきたいというふうに思っております。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） ありがとうございます。その置場をどうするかという質問よりも、団員を一

人でも多く増やして今まで、現状を維持するという思いも大切かとは思います。ただ、消防器具置

場、効率的な使用方法も今後検討していくということも必要かと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  編成、統合の目安とする消防団員の人数、消防車両、消防機材の配備に関するルール、それこそ

これから編成内容を決めていくということだと思いますけれども、ルールを早急につくっていくと

いうことだと思いますけれども、ご苦労でありますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

  訓練や行事の見直しを今後どう考えるか、団員の安全、消防技術を高められるよう、実施時期や

内容の変更、廃止、見直しも行われているであろうけれども、近年であれば１月の出初め式、先ほ

ど市長からの答弁もありました春演習をやめ、秋に総合化したやり方での強化というようなことを

考えてやっていっている今状況でありますけれども、団員の中には儀礼的な活動や競技化した訓練

の必要性をどうかなという疑問視する声も、僅かではあるかと思いますが、あると思います。過密

するスケジュールの見直しを求める声もどうしても出てきているのかなというふうに思います。今

後どのように変わっていくのか教えていただければと思います。 

〇議長（三田敏秋君） 消防長。 

〇消防長（鈴木信義君） 消防団員の活動に関しましてですけれども、今おっしゃいましたとおり、

各方面隊ごとでやっていたのが今までのやり方でございます。そうした中でいきますと、消防団員

の活動する回数がどうしても増えるというところもありますので、その辺を今年から縮小というか、

まとめて、村上市全体としての活動として回数を減らそうかというような考え方で今年から動き始

めております。ただ、冒頭にも市長のほうからありましたとおり、訓練をしてもらわなければなら

ないものもございます。荒川の水防訓練とか、ああいうものに関しては実際に訓練をしていないと

災害が発生したときに対応ができなくなりますので、そういうものに関しては減らすことはちょっ

とできないのですが、先ほど申し上げていました儀礼的なこと、礼式的なことに関しましてはどん

どんまとめていきたいと考えております。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 
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〇６番（河村幸雄君） 分かりました。日頃の訓練はやっぱり充実すべきということで、今の方向性

は本当に分かりました。そのような形であれば、私も団員であります。何とかみんなでそうやって

まとまってやっていけるのでないかなと、新たな方向性が見えてきたなというふうに考えておりま

す。 

  訓練という観点の中から、９月１日、防災の日、村上市においては８月30日、新型コロナウイル

ス感染に対応した避難所開設運営訓練として５地区において行われたということでございますけれ

ども、このたびのそういう意味ではコロナウイルス感染の中でのこの訓練、今後の課題といいます

か、一番どの辺に気を遣いながらやったか教えていただきたいのですけれども。 

〇議長（三田敏秋君） 総務課長。 

〇総務課長（竹内和広君） 今回訓練実施させていただいたとき、事前の準備の時間、短時間でやる

ようにということで心がけましたが、あくまでもスケジュール感のある中での訓練でありますので、

突発的なときにいかに迅速にいけるか再度検証は必要だということで、各避難所に検証委員を配置

いたしました。検証委員から課題を挙げさせてもらって、さらに詳細に綿密に動ける活動の体制づ

くり再検証をこれからしていきたいと。このたびの九州地方の台風でも、入り切れなくてよその避

難所に回ってもらったとか、いろんなケース出ています。その辺も大きな課題として整理していか

なければならないかなというふうに考えております。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） ありがとうございます。 

  また、８月30日においては今年度の新入団員の参加による訓練もあったというふうに聞いており

ます。どのぐらいの団員が団員として入会していただいたのでしょうか、その辺教えていただきた

いのですけれども。 

〇議長（三田敏秋君） 消防長。 

〇消防長（鈴木信義君） はっきりとした数字はちょっと資料持ってこなかったのですけれども、参

加したのは100人程度ですが、新入団員の方にも全員声はかけたのですけれども、全員が参加された

わけではございません。幹部の皆さんにも参加していただきまして、幹部の皆様はある程度そろっ

たのですけれども、その中で新入団員の皆様に消防団員としての基本、団員の規律とか、あと行動

とか、そういう訓練と消防団員として皆さんがなったときにどういう処遇になるのかというような

こともご説明申し上げさせていただきました。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） このコロナウイルスの禍の中ではありますけれども、大変なことではありま

すけれども、どうしてもやるべきことなのかなというふうに思います。ご苦労さまでございました。

ありがとうございます。 

  続きまして、４番、消防団員の確保について。消防団の数として、消防ポンプ自動車が５人、可
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搬ポンプ自動車が４人、10人以下の団というのはどうしても実際出てきているのでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 消防長。 

〇消防長（鈴木信義君） 現在のところ実員数が10名以下の部というのが村上で７、荒川で１、神林

で２、朝日で13というような配置になっております。この数をめどに統合というものも考えていき

たいというふうに考えております。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） 消防団が担う主な役割として、初期対応、水利、避難、交通誘導、消火対応

としては送水、放水、残火処理、警戒というような形であるかと思います。常備消防を後方支援す

る体制を確実に確保しなければならない。消防団員減により本部への負担が今現状出てきているの

ではないかなというふうに思うのですけれども、そんなことはございませんでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 消防長。 

〇消防長（鈴木信義君） 実際私が感じるには、今のところそういうことはありません。基本的に第

１出動として消防本部が出動して、その後方支援ということで消防団の方に活動していただいてお

ります、火災等に関しましては。また、捜索活動に関しましては、平地の捜索には参加をお願いし

ていますが、現在は山岳の捜索等には参加いただいておりません。そんなようなところになってお

ります。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） 分かりました。消防団員の減少ということで、村上の大町・小町風致維持向

上計画も進み、まちや村上地区など木造住宅密集地があります。消防団員減少の中、誰でも使える、

お年寄りでも使用できるというような流れの中で、消防器具40ミリホースというか、簡単な消防器

具・設備の導入とかということを考えていただきたいのですけれども、そんな簡単なものではない

のでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 消防長。 

〇消防長（鈴木信義君） 今ほどおっしゃりましたホースを細くして誰でも使えるようにということ

ですが、ただそれを使うまでの手順というのは変わりません。なので、確かにホースを持ったとき

の、皆さん消防団員もされていると思いますが、後ろに引かれる力が変わってくるだけであって、

やらなければならないことというのはほとんど変わりません。それで、今のところでは新しくそう

いうものに変えていこうという考えというのはありません。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） 初歩的なことですみませんけれども、消防団員を卒業したＯＢの方であった

り、防災士、常備、そういう方がホースを持って支援するということは不可能、無理なのですよね、

火災があった場合は。 

〇議長（三田敏秋君） 消防長。 
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〇消防長（鈴木信義君） 火災が発生したときに発見した方が初期消火を行うというのは、これは誰

でも行ってよろしいことでございます。我々の消防組織の行動の中に入ってくるというのはちょっ

と難しい話かと考えます。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） 消防団員の減によってやっぱり関係団体との連携、協力がどうしてもこれか

らは密にしていかなければならないのかなというふうに思います。町内会と市のバックアップを大

切に強化をしていくとか、企業事務所への消防活動への理解をますます今よりももっと力を入れて

やっていくとか考えていく必要があるのかなというふうに思います。また、町内会においても新入

団員の勧誘を行うというのは当然ですけれども、一つの方法として、団員の功績を区民に伝えたり、

たたえたり、そういうような形で団員も頑張っているのだよというようなことを示すことも大事に

なってくるかと思います。そういう意味では、様々な団体との連携強化によって団員減少というよ

うな状況を少しでも、そのような状況から消防活動できるようにということではどのように思いま

すでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 消防長。 

〇消防長（鈴木信義君） 地域の皆様方に消防団への入団をいろいろとお願いしているわけですけれ

ども、先ほど市長の答弁でもありましたように、協力事業所のほうへの勧めを力を入れて行ってい

きたいと考えております。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） コロナの影響で進まないであろうハザードマップが６月ぐらいにできたわけ

です。それを活用した訓練というのは、当然コロナによって行き届いていないのかなというふうに

は思いますけれども、立派なものを作成しても使わなければどうしようもならない。どうしてもや

っぱり訓練の機会は今後考えていかなければならないと思います。ハザードマップの活用、または

救命講習の再開はしています。感染のため休止していたけれども、再開されました。そういう活用

をしながら、コロナであろうができる限り３密を避け訓練をしていく必要がどうしてもあるかと思

いますけれども、啓発からそういうことを考えていっていただきたいと思いますけれども、どのよ

うに思いますでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 総務課長。 

〇総務課長（竹内和広君） 議員おっしゃるとおり、３密防止ということで、地区、大勢の集まりの

単位の説明会は中止をさせていただきました。ただ、防災出前講座の申込みはございます。ござい

ました町内あるいは団体の方とどんな形で開催されますかとお聞きして、これは３密解消になるな

というところには出向いて積極的に開催させていただいておりますので、継続してまいりたいと。

状況を見ながら、やはりきちんとしたそれを生かした訓練、説明会等は計画していきたいと考えて

おります。 
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〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） よろしくお願いいたします。 

  では、２番の移住促進についてお伺いいたします。Ｕターン移住の流れは絶対に来る、今現在来

ています。都内でも出身地に帰りたい人は多いとのことでございます。ふるさとを思う心は大きい。

地元にいられるなら自分が育ったところへ貢献したい若い人は多いといいます。そんな中求められ

ているのは、就職先となる会社があることがすごく大切であり、第一の移住の条件であるかと思い

ます。ここが村上市の移住の事業への展開の決め手と私は思います。なぜなら、食文化あり、歴史

あり、文化あり、自然豊かな村上市です。そんな中、一番欠けていると言っては悪いですけれども、

一番大変な状況になると思われるのが就職先というふうに私は考えますが、企業への動き強化すべ

きであり、企業誘致であったり、既存の企業への市長の、やっぱりどうしても移住促進に対しても

ここが市長のトップセールスとしてお力を貸していただきたいというところでございますけれど

も、どのように思いますでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 就職先、移住をしようとする方の意識の中に、そういう就職先マッチングで

きているものがあるというので動く方もいらっしゃるでしょうし、この土地、地域に魅力を感じて、

ここでもし仕事できたらいいなというふうに思う方もいらっしゃいます。その方々がここにある事

業を押しなべて全部承知をした上で、その中から選択をしていく方もいらっしゃるでしょうし、起

業していく方もいらっしゃいます。今ほどいみじくも議員おっしゃいましたとおり、村上市は食、

文化、歴史、こういった大きな魅力を持っています。そこに自らの〔質問終了時間10分前の予告ブ

ザーあり〕これからの人生を見いだす方もいらっしゃると思います。ですから、就職先があって、

そこで移住が促進されるケースもあるでしょうし、ここがあるがゆえに移住してくる方もいらっし

ゃいますので、そこのところを幅広に構えていくことが必要だということで、現在ＩＴ企業の皆さ

ん、テレワーク、リモートワークの中でどこでもできるよねということになればいろいろと情報収

集させていただくと。居住環境がいい、要するに物価が安いとか、家賃が安いとか、教育が整って

いるとか、自然が豊かだというところが大きな魅力の一つということになっていますので、こうい

う方々は多分就職先がなくても場としての選択はできるので、ですからＩＴ企業をまず中心として

アプローチをかけていこう。ただ、それと同時に村上市ご出身の方で、今言えないのだけれども、

帰ってきたいという思いが今の状況の中で湧き上がっている方もいらっしゃるというふうに思って

おります。その方々は今現にやられているお仕事があるわけでありますから、それとスムーズにリ

ンクができるような仕組みというのも必要ですから、様々なそういう手法を駆使する形で移住促進

を図っていくということが重要だというふうに思っております。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） 分かりました。ありがとうございます。 
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  全国の自治体のほぼ半数、896が消滅可能性都市であると2040年に該当すると。20年後にはこの集

落がなくなってしまうことは避けなければならない。そのための移住ということだけではございま

せんけれども、我々はこのまちを守る義務があり、村上市の市民と協働で知恵を出しながら守って

いかなければならないわけでございます。忠副市長にお答えしていただきたいと思いますが、農業

はもちろん、生産から売る人、人と人、交流まで経験豊富な副市長であります。成功事例を見て学

んできた、そんな力を私は貸していただきたいと思いますが、今後の村上市移住対策としてお話し

していただければと思いますが、お願いいたします。 

〇議長（三田敏秋君） 副市長。 

〇副市長（忠  聡君） ご承知のように、この村上市は全国に誇れる大変自然豊かなところであり

ます。ゆえに、第一次産業を中心とした農林水産物の宝庫でもあるというふうなことであります。

ただしかし、そういったいい素材を持ちながら、それを生かし切るというところにまだまだ付加価

値、向上の余地はあるのではないかなというふうに思っております。私自身農業に従事をしており

ましたけれども、面積的な規模拡大からそれを垂直方向に広げて立体的な高付加価値を生む経営ス

タイルに変えていくというふうな、そんな考え方で事業を営んできたのも事実でございます。これ

は全ての産業に通ずることでもありますので、そういったことを今後の私の仕事の中にも十分生か

しながら、英知を集めて市民の皆様方と共にそれを推し進めていくという、そんな思いでおります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） ありがとうございます。いい素材があるけれども、それを生かし切れない、

私もそのとおりだと思います。先ほど移住促進において市長からの答弁もありました。私は就職先

が一番重要課題だと、それは私の考え方であります。全ていろいろなものをクリアして、住みやす

いこの村上を選ぶということは分かるのですけれども、就職先であったり、今副市長が言った生か

し切れていない、ということは発進し切れていない。村上にも立派な移住のしおりもあります。こ

れをどんどん活用してしっかりした広報を取っていかなければならないというふうに私も思いま

す。〔質問終了時間５分前の予告ブザーあり〕総合ガイドとして私が鷲ヶ巣会で富山県の南砺市で

行政視察をして勉強させていただいた移住体験でありましたけれども、移住のしおりを見ても、私

も様々なしおりを見ましたけれども、南砺市の広報というのがまたすばらしかった。そんな中で村

上のを見させてもらったら、十分すばらしいものであると私は思いました。これはどんどん活用す

る必要があると思います。活用というか、移住者の相談という中で、自治振興課の課長、一言お願

いしたいと思いますけれども。 

〇議長（三田敏秋君） 自治振興課長。 

〇自治振興課長（渡辺律子君） 今ほどうちのほうで作成しましたパンフレットにつきましてお褒め

いただきまして、ありがとうございます。そちらの資料につきましては、東京のほうで全国組織、
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また新潟県でやっております相談の窓口もございますので、そういったところで誰でも手が届くよ

うな形で配置をさせていただいておりますし、今後より多くの人の目に触れていきますようにＰＲ

を進めていきたいと思います。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） どんな補助を幾ら交付するかではなくて、そこの住民にとって暮らしやすい

まちであるか否かが、移住者としてそこが将来自分の人生を負託するに足りるかで決まると私も確

信しております。 

  １つ、地域おこし協力隊として二、三年の任期がある、任期を終えた隊員の受入先として期待を

するのが定住、起業につながるものでありますけれども、そのつながる教育、指導がまだまだ手薄

ではないかというふうに私はどうしても考えるのですけれども、そのことについて一言お願いした

いのですけれども。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 既にこれまで地域おこし協力隊の制度を運用させていただいて、現に定着を

していただいていらっしゃる方も多く増えていっているわけであります。その中で、これまであり

ました地域の魅力にさらに磨きをかけて、それを全国的に展開をして発信していくという取組、ま

たまちづくり協議会、17協議会ありますけれども、そこと連携をしながら新たな分野を開拓をして

いるという取組は進んでいますので、十分私はそういった形での効果を発揮していただいているな

というふうに、これまで村上市において地域おこし協力隊としてご活躍をいただいた方に対する評

価をいたしているところであります。 

  加えて、先ほど議員からお話のありました地域の魅力を生かし切れていないのではなかろうかと

いうことにつきましては、副市長のほうからは生かし切れていないということを申し上げたのでは

なくて、そういう地域の魅力まだまだ伸び代があるので、伸ばすことは可能なのではなかろうかと

いうことで答弁を申し上げたのだろうというふうに私は理解をしております。村上市における様々

な魅力、各界各層の皆さんが、これは民間も含めてであります。行政、民間問わずでありますけれ

ども、本当にその発信をしていただいている結果、現在の村上市が全国的にも非常に注目を浴びる、

また多くの来訪者をいただく、インバウンド、今コロナ禍の中で停滞しておりますけれども、非常

に外国人の来訪者も増えているというふうな状況に確実につながっていると思っておりますので、

十分生かし切っているなというふうに思いながら、さらにその伸び代をどんどん、どんどん、まだ

ありますので、伸ばしていくということが必要なのだろうというふうに思っております。 

〇議長（三田敏秋君） 河村幸雄君。 

〇６番（河村幸雄君） どうもありがとうございました。しかしながら、この移住促進、今までより

もっと強化して村上市をＰＲしていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。〔質

問時間終了のブザーあり〕 
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  以上で一般質問を終わります。 

〇議長（三田敏秋君） これで河村幸雄君の一般質問を終わります。 

  午前11時５分まで休憩といたします。 

          午前１０時５１分  休 憩 

                                             

          午前１１時０４分  開 議 

〇議長（三田敏秋君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

                                             

〇議長（三田敏秋君） 次に、13番、鈴木いせ子さんの一般質問を許します。 

  13番、鈴木いせ子さん。（拍手） 

          〔13番 鈴木いせ子君登壇〕 

〇13番（鈴木いせ子君） 鷲ヶ巣会の鈴木いせ子です。通告書に従い一般質問させていただきます。

私の質問は３項目です。 

  １項目め、村上総合病院の開院について。村上総合病院は、県北地域の基幹病院として、救急告

示病院、災害拠点病院、僻地中核病院などに指定され、地域医療を担う重要な役割を果たしていま

す。今念願のホワイトとダークブラウンの姿が遠くからもはっきりと見えるようになりました。正

面には村上の町屋の雰囲気も取り入れたとお聞きします。何よりもよかったのは、ドクターヘリが

発着する屋上のヘリポートからエレベーターですぐに処置室に下りられることや、救急ワークステ

ーション、病児保育施設ができることだと感じています。紆余曲折があり、何年もの歳月を費やし

ましたが、これで村上市民の命は守られると思います。ついては、次の点について伺います。 

  ①、建設業者から厚生連への引渡しはいつ頃になるのでしょうか。そして、その後患者さんの搬

送、外来の始まるまでの新病院のスケジュールはどのようになっておりますか。 

  ②、病床数263の内訳と19診療科のドクターの確保状況について伺います。 

  ③、新病院への交通体系はどのようになっていますか。 

  ④、村上市からの補助金の財源は過疎債が適用になりましたが、補助金の支払い時期についてお

伺いいたします。 

  ２項目め、令和２年度の米政策について。農林水産省が公表した需給見通しでは、新型コロナウ

イルスの影響により業務用需要が予想以上に減少したことから、６月末の民間在庫量は４年ぶりに

200万トンを超える水準となるようです。令和２年産の生産量は作況100で731から732万トンと見込

まれ、需要量を見通しどおり715万トンとした場合、令和３年６月末の民間在庫量は218万トンとな

り、米価が下落した平成25年の在庫水準に近づくことが見込まれると報道されております。ついて

は、村上市の見通しはどのようになっているのか、次の点についてお伺いします。 

  ①、５から６月までは気温と日照時間が平年を上回って推移したものの、６月中旬の梅雨入り以
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降、日照不足と低温により生育が平年に比べ遅れているように思います。村上市の現状をどのよう

に考えますか。 

  ②、新潟県産コシヒカリの概算価格が早くも新聞で値下げが報道されております。新型コロナウ

イルスの影響で在庫も多くなるのは必至ですが、対策を伺います。 

  ③、岩船産コシヒカリは待望の特Ａになりましたが、これを維持し、発展させる新たな対策につ

いて伺います。 

  ３項目め、忠副市長の２期目に期待することについてであります。忠副市長は、農業のプロフェ

ッショナルとして農業部門でリーダーシップを発揮すると同時に、市政全般にわたって村上市の発

展に貢献してきました。このたびは新型コロナウイルス感染症の影響が全ての事業に及ぶ中、１期

目の経験を生かし、特に農業部門はもちろんですが、林業についてもさらにリーダーシップを発揮

していただきたいと期待しますが、市長の考えを伺います。 

  答弁の後再質問させていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

          〔市長 高橋邦芳君登壇〕 

〇市長（高橋邦芳君） それでは、鈴木いせ子議員の３項目のご質問につきまして順次お答えをさせ

ていただきます。 

  最初に、１項目め、村上総合病院の開院についての１点目、建設業者から厚生連への引渡しはい

つ頃か、患者の搬送や外来が始まるまでの新病院のスケジュールはとのお尋ねについてでございま

すが、村上総合病院の移転新築工事につきましては順調に進んでおり、建物の引渡し時期は10月上

旬の予定であるとお聞きをいたしております。その後、11月末までの間に新たな医療機器や備品の

搬入と設置、関係法令の申請に合わせた検査、ヘリポートの離着陸訓練等を行い、12月１日開院予

定であり、現在のところ病院の休診期間は11月28日土曜日から12月２日水曜日までの５日間を予定

し、この期間に現在の病院から移転後の病院への物品の移設、12月１日水曜日には入院患者の移送

を行い、12月３日木曜日から新病院での外来診療が開始できるよう調整していく予定であるとお聞

きをいたしておるところであります。 

  なお、移転に係る休診期間中につきましては、近隣の医療機関等の協力を得ながら、救急に対応

ができるよう調整を行っていくとのことであります。 

  次に、２点目、病床数263の内訳と19診療科のドクターの確保状況はとのお尋ねについてでござい

ますが、病床数につきましては３階の地域包括ケア病棟に60床、４階と５階の一般病棟に203床が配

置されます。また、医師の確保状況につきましては、厚生連において最大限の努力をされていると

伺っており、開院時においては問題なく19診療科がスタートできる見込みであるとお聞きをいたし

ておるところであります。新潟県における医師不足の深刻さは増しており、本年厚生労働省が医師

の充足状況を示した医師偏在指標で全国最下位という大変厳しい状況下ではありますが、移転後の



 - 195 - 

病院におきましては、院内保育所を設置するなど就労環境を整備し、特に女性医師の確保について

も力を入れていく予定であるとお聞きをいたしているところであります。本市といたしましても、

引き続き医師確保に向けた取組を行ってまいりたいと考えているところであります。 

  次に、３点目、新病院への交通体系はどのようになるかとのお尋ねについてでございますが、移

転後の村上総合病院の開院に合わせ、12月１日より各公共交通が乗り入れをいたします。新潟交通

観光バスが運行する市内路線バスのうち北中線、塩野町線、大須戸線、高根線、縄文の里・朝日線

の５路線につきましては、平日の午前の便を中心に行き帰りそれぞれ２ないし３便が乗り入れをい

たします。小岩内線、松喜和線、岩船駅前線の３路線につきましては、全ての便が移転後の病院を

経由することとなります。村上市地域公共交通活性化協議会で運行しておりますまちなか循環バス

の大回り全５便とせなみ巡回バス全４便につきましても、移転後の病院経由のルートに変更となる

ほか、通院対応ののりあいタクシーにつきましても、移転後の病院を乗降場所といたします。今回

の路線変更で運行距離が変わることから料金区分が変更となり、これまでよりも料金が安くなる区

間や高くなる区間がありますが、詳細につきましては10月１日より市報やホームページ等で周知を

してまいります。 

  次に、４点目、補助金の支払い時期はとのお尋ねについてでございますが、３年間の総額を25億

円とする補助事業として、最終年度である令和２年度の村上総合病院移転新築事業費補助金につき

ましては、現在のところ12月中に実績報告書の提出がなされ、翌年１月中には交付することといた

しております。 

  次に、２項目め、令和２年度の米政策についての１点目、梅雨入り以降、日照不足と低温により

生育は平年に比べて遅れているように思うが、現状をどのようにお考えかとのお尋ねについてでご

ざいますが、梅雨入り以降、天候不良による影響が懸念されていたところでありますが、本年の出

穂期は平年に比べ早生は２日早まり、コシヒカリは７月の低温・日照不足の影響で１日程度遅いと

いう結果となりました。県内では８月下旬からかなりの高温が続いたことから、農業者に対し機関

紙などにより、品質低下を防止する対策として飽水管理の徹底と適期収穫・丁寧な乾燥調製などの

情報を発信してきたところであります。今後も台風接近による強風やフェーンなどの発生が懸念さ

れますので、関係機関と連携を密にし、生産者へ的確な情報発信と迅速な対応を行ってまいりたい

と考えているところであります。 

  次に、２点目、新潟県産コシヒカリの在庫が多くなるのは必至だが、対策はとのお尋ねについて

でございますが、米価の下落対策につきましては、村上市農業再生協議会において本年２月に岩船

米の基本戦略、売れる米作りから売る米作りの方針の下、各認定方針作成者へ主食用米の生産数量

目安を提示し、産地交付金や本市単独助成の支援と併せて、主食用米以外への誘導を図ってまいり

ました。しかしながら、その後の新型コロナウイルス感染症の影響もあり、業務用米を中心に需要

の減少が見込まれたため、認定方針作成者に対し、それぞれの取引先に事前契約の数量などに変更
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が生じないかの確認をお願いし、契約が見込まれないものについては非主食用米への転換を図るよ

う協力依頼を行ったところであります。７月には新潟県農業再生協議会から非主食用米へのさらな

る転換に向けた田んぼ一枚転換運動の要請を受け、認定方針作成者へ重ねて転換依頼を行うととも

に、農家の皆様へもチラシ配布やホームページ、告知端末等で転換を呼びかけたところであります。

今後は、令和３年産主食用米の生産数量目安の配分に向けて引き続き需給動向を見極めながら、需

要に応じた生産となるよう取り組んでまいります。 

  次に、３点目、岩船産コシヒカリは特Ａになったが、これを維持・発展させる新たな対策はとの

お尋ねについてでございますが、岩船米コシヒカリについては本年２月、４年ぶりに特Ａに返り咲

くことができました。管内のＪＡで組織するＪＡ岩船米生産対策協議会や岩船農業振興協議会にお

いて、特Ａを目指し、高品質で良食味な岩船米生産に向けて地域一体となった取組を進め、品質の

安定、良食味生産に向けた取組を行ってきたところであり、これらの取組の結果が実り、４年ぶり

の復帰につながったものと考えているところであります。また、新たな対策といたしましては、岩

船農業振興協議会作物部会において農家への栽培技術等の指導や情報提供、低地力圃場において実

証圃を設置し、栽培方法等について研究を進めているところであり、産地一体となった安心・安全

で高品質な良食味米の生産に向けた対策を講じているところであります。本市といたしましても、

特Ａ堅持のため、引き続き関係機関と協力して取り組んでまいります。 

  次に、３項目め、忠副市長の２期目に期待することはとのお尋ねについてでございますが、忠副

市長につきましては、令和２年第２回定例会におきまして、９月１日からの４年間を任期とする選

任のご同意をいただいたところでありますが、これまでも村上市農業再生協議会の会長として本市

の主要産業である農業の経営基盤強化に積極的に取り組んでいただいたほか、現在新型コロナウイ

ルス感染症に対する緊急対策プロジェクトチームをはじめ、新村上総合病院の新築支援検討プロジ

ェクト、行財政改革プロジェクトチームにおいて確実に成果を上げていただいております。そうし

た中、本市の最大の課題であります人口減少問題をはじめ、解決すべき多くの課題があります。こ

れら課題解決に向け、これまで以上に職員を牽引し、取組を進めていただきたいと期待をいたして

いるところであります。 

  ご質問の林業分野において期待する点についてでありますが、戦後造成された市内の人工林が本

格的な利用期を迎えており、充実した資源を背景に林業の成長産業化が期待されております。昨年

度から施行された森林経営管理法では、森林所有者から本市が委託を受けて森林の経営管理を行う

ことが可能になったことから、忠副市長には経営等に関して職員を指導していただくことで市内の

林業活性化が図られるものと期待をいたしているところであります。 

  以上であります。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 村上総合病院の建設は、私が議員になったときより何回も何回も、またか
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と言われても、またかと言われても議会で一般質問を重ねてまいりました。ＪＡにいがた岩船の横

山組合長、ＪＡかみはやしの山崎組合長と私の３人で厚生連の堀内理事長と中央会の萬歳会長に村

上総合病院の新築をお願いに行ったのが始まりでした。市長をはじめ議員、市の職員、皆様のお力

添えがあってようやく13年目にしてこの姿を見ることができました。私は本当に夢のようです。ホ

ワイトとダークブラウン、私もホワイトとダークブラウンの村上総合病院カラーで今日は来ました。

市長は、この建物を御覧になってどのように感じましたか。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 非常に見事な建物がこれから出来上がってくるなというふうに感じておりま

す。とりわけ、ヘリポートも拝見させていただいたのですけれども、非常に機動力のある、かなり

救命にとっては非常にこれ有効な手法なのだなということを、また改めて我が目で見てそういうふ

うな感じをいたしました。また、エントランスも含めてそれぞれ病院を利用される方々の動線を非

常に考慮されておりますし、今感染症対策のさなかではありますけれども、そういった意味におき

ましては、新病院で様々な分野のそういった医療、施術に関して、市民の皆様には万全なる医療の

提供がなされるなということを実感をしてきたところであります。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 私もあの建物が見えてくるようになると、いせ子、いつ開院するのだ、お

らはいつから病院に行かれるのだという声をたくさん聞くようになりました。今市長の答弁では

12月３日から外来ができるということですので、そのように伝えたいと思いますが、このことにつ

いての市民への周知というのはどのように考えておりますか。 

〇議長（三田敏秋君） 保健医療課長。 

〇保健医療課長（信田和子君） 病院に確認したところ、引っ越し業者選定後に移転スケジュールの

確定がいたしますので、それに合わせて病院の開院日であったり、外来開始の日にち、あとは休館

の期間等々につきましての案内などを新聞の広告の掲載やホームページのリニューアル、そのほか

市報等などを考えているということでございました。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 市長、竣工式とか内覧会の計画というのはあるのですか。 

〇議長（三田敏秋君） 保健医療課長。 

〇保健医療課長（信田和子君） 内覧会等につきましては、引っ越しから開院までの期間が通常より

このたびは短く、準備のためのスケジュールが非常にタイトであるということから、また近年のコ

ロナ禍を鑑みて一般向けの大規模な内覧会は自粛する方向で検討しているということでございま

す。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 竣工式も自粛されるわけですか。 
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〇議長（三田敏秋君） 保健医療課長。 

〇保健医療課長（信田和子君） 竣工式につきましては、規模をかなり縮小して実施するような方向

であるというふうにお聞きをいたしております。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 次に、19診療科目全部ドクターがいまして始められるのは大変よかったな

と思います。新潟県は、市長さっきおっしゃったように、医師の確保が最下位でございます。村上

市で進めている医学生修学資金貸与制度の利用者の現状は、課長、どうなっておりますか。 

〇議長（三田敏秋君） 保健医療課長。 

〇保健医療課長（信田和子君） 今は２名でございます。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） その方は、間もなく卒業するというわけではないのですね。 

〇議長（三田敏秋君） 保健医療課長。 

〇保健医療課長（信田和子君） まだ制度始まって３年目にやっと入ったところでございますので、

もう少し、まだ２年生、３年生でございますので、まだでございます。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 病床数、ベッド数は前から伝わっていたのですが、現在の263でやると。で

も、４人部屋ですよね。４人部屋とか、トイレも多くつくようになって大変使い勝手のいい、いい

病院になるというふうに受け取りましたが、今の村上総合病院の状態では伝染病が発生すると大変

なことになると大変心配していましたし、今コロナ禍になりまして、そのことが、新しい病院がで

きることによってその心配が少しでも和らいだのは非常によかったかと思います。ベッド数は263で

すが、駐車場というのはどのくらいあるのでしょうか。ちょっと急に変わりましたけれども。 

〇議長（三田敏秋君） 保健医療課長。 

〇保健医療課長（信田和子君） 駐車台数でございますが、一般駐車場で342台、うち車椅子等のスペ

ースが25台あるというふうにお聞きをいたしております。 

  それと、先ほどの医学生の関係でございましたが、２年生、３年生というところでお答えいたし

ましたけれども、学年につきましてはちょっと違いましたので、申し訳ございません。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 次に、村上総合病院には、駐車場をお聞きしましたのですが、１日に500人

以上の患者が診察に来るそうです。村上市では交通体系の見直しを進めているとお聞きしましたし、

先ほど市長からも答弁ありました。先回ですが、私は、朝日地区には電源立地交付金、令和元年度

では1,757万9,000円が来ておりました。これは保育園の保育士さんの給料ではなく、村上総合病院

に通う市民のための小型バスを購入して、地域住民のために使われるべきでないかと提案しました

が、そのことについての検討はされたのでしょうか。 
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〇議長（三田敏秋君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（東海林 豊君） 電源立地交付金につきましては、バスの整備ということではなく

て、これまでも県のほうへ計画を出し実施しておりますので、引き続き同じような形で、そちらの

交付金については今までどおりの形でやっていきたいということで考えております。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 先回もそういう答弁をいただいたのですけれども、今市民が困っているの

は病院に行くことと併せて買物です。もしまだ検討する機会がございましたら、この小型バスの購

入で例えばモデル的にやってみるという方法も検討する気はないでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 市の政策全体の中でそれぞれ特定財源を活用しながらということでやらせて

いただいておりますので、当然そこの特定財源を振り替えればそこのところに一般財源なり他の財

源を入れなければならないということで、トータルでは同じ結果になるわけでありまして、これま

でも公共交通の部分についてはいろいろとお話をさせてきていただいております。私ども市といた

しましてもそういった通院、また買物困難者に対する支援、様々な分野で必要なものということは

理解をしているわけでありまして、公共交通の協議会の中でもさんざん議論をさせていただいてお

ります。そうした中で、その一つの手法として例えばスクールバスの活用ができないかとか、これ

を具体的なテーブルの中で今検討しておりますので、今の財源をその形でバスを購入して用立てる

ということは現時点で考えておりませんけれども、様々な手法をこれからも講じていきたいという

ふうには現在検討を進めているところであります。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 高速道路からの乗り入れが多くなると思いますが、救急車も電車が来れば

止まると思います。山居町の道路は通勤時間帯に今でも渋滞になるのに、今後はどうなるのかと心

配しておりますが、そのことについては何か話は、救急車が来ても、当たり前のことですけれども、

電車が来れば止まらなければならないわけですけれども、あそこ意外と交通渋滞があるところなの

ですけれども、そのことは対策というのは何か考えていますでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 新たな施設、ランドマークとしてできますので、車の流れが大きく変わるだ

ろうなということは想定をしております。これまでも数次にわたりまして周辺の交差点であります

とか、道路でありますとか、それと合わせたもう少し広い範囲、また村上瀬波温泉インターチェン

ジからのアプローチ、いろんなところを想定してシミュレーションを行っています。ただ、これは

あくまでも机上のシミュレーションですので、具体の数字、エビデンスとして捉えているわけでは

ありません。したがって、今回12月１日を目途にスタートをしますので、そのときに当然引っ越し

の様子も見れるわけであります。そのときから交通の状況については把握をしてくれということで
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私のほうから指示をさせていただいております。その中で、県としてはそういう状況を見た上で周

辺道路の整備をしていくというふうな立てつけがあるものですから、そのためにはしっかりとそれ

を検証できるようなデータを集めたいということで現在取組を進めていくということに予定してお

ります。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） あそこは思った以上に渋滞すると思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  次に、２項目め、令和２年度の米政策についてお伺いします。新聞報道では、新潟県の早場米は

全て１等米であると報道されておりました。村上市もそれを望みますが、課長さんは圃場を見てど

のように感じておりますか。 

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。 

〇農林水産課長（大滝敏文君） 昨年は１等米比率が非常に低かったわけでございますけれども、今

年度はそれに比べますと非常に生育状況はよいのではないかなと。一部倒伏している圃場等もござ

いますけれども、全般的に生育状況は良好というふうに私は感じております。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 私のうちも昨日稲刈りしたのです。見に行ったら、大分いいなと、いっぱ

いあったななんて思って喜んでいますが、圃場の倒れているところと真っすぐなところと分かれて

いるわね。だから、そこら辺もどうなのかなとは思っていましたが、私も早生を刈って手応えはあ

ったような気がしております。 

  次、コロナウイルスの関係で業務用米の落ち込みで在庫量が増え、価格が下落する事態が起きて

おります。本当に今年の岩船米は900円落ち、一般米も900円落ち、こしいぶきは800円です。新之助

は1,800円落ちました。五百万石は700円です。モチ米は400円のアップです。この事態でこの価格の

ことに、減少するわけなのですけれども、これについての対策というか、考え方は農林水産課長、

どのように持っていますか。 

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。 

〇農林水産課長（大滝敏文君） 人口減少の要因ですとか、毎年10万トンずつ米の需要は減少するだ

ろうというふうな見込みの中で、村上市の農業再生協議会では、主食用米を生産を抑えながら非主

食用米への転換を促してまいりました。そこに加えまして、このコロナの影響でもってやはり業務

用米が著しく販売が落ち込んでいるということもあって、市長答弁でも申し上げましたように、県

再生協からもさらに非主食用米への転換を促すようにというふうなことで取り組んでまいりまし

た。協議会では、価格下落を想定した取組を進めてきております。でありますので、今回の仮渡金、

コシヒカリで１万4,400円というふうなことで900円落ちということでございますが、私どもとしま

しては想定したものでないかなというふうに考えておるところでございます。 



 - 201 - 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 私も農家ですので、このチラシは課長の言った田んぼ一枚転換運動を推進

しますという、主食米からの転換を今進めております。でも、私が今現実を見ますと、項目には上

げませんでしたけれども、米政策には欠かせないのが鳥獣の被害であります。私も７月までは農業

委員をしておりましたので、春と秋には圃場の調査をし、去年植付けされていた田んぼが次の年に

行けば鳥獣の餌作りの田んぼのようになっていて、荒らされたままになっております。本当に田ん

ぼ一枚転換もあるけれども、それを超して鳥獣の被害が広がっているのではないかなというふうに

感じました。農業委員会の事務局さんも一緒に回りましたのですけれども、感想をお伺いしたいと

思います。 

〇議長（三田敏秋君） 農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（小川良和君） 今ほど委員おっしゃいますように、農業委員会では毎年夏、

７月と秋の２回農地パトロールを実施しております。今言われますイノシシ等の鳥獣被害につきま

しては、特にイノシシにつきましてはおととしあたりから目につくようになってきております。収

穫前のイノシシ被害で収穫できないという被害もありますが、今委員おしゃるように、被害があっ

た農地について、農家の方たちの耕作意欲が失われ、翌年には耕作されないという形で耕作放棄地

が増えてきている現状もありますので、その辺については何らかの対策が今後必要なのかなという

ふうに感じております。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） 鳥獣被害対策に、おりを買ったと昨日の答弁の中にありましたのですが、

何年前か議員の行政視察に行ったときに、どこの県か忘れたのですが、そのときに、もう５年も前

ですけれども、山裾には全部電気柵が張ってありました。おりを通り越して山裾には全部電気柵が

張ってあって、あのときはこんな田んぼ、何のためにこんなものするのだろうなと思ってきたので

すけれども、今見ればやっぱりおりとか何かを通り越して、田んぼの山裾には電気柵がつけられる

ような現状になってきていると思います。本当に現状を見ない人間には分からない鳥獣被害が広が

っております。課長は、山の奥見たことありますか。 

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。 

〇農林水産課長（大滝敏文君） 山の奥まではちょっと実際は足を踏み入れてはおりませんけれども、

イノシシ被害が多発しているということは私も十分認識しておりまして、先ほどおりというふうに

議員おっしゃいましたけれども、購入したのはくくりわなを今年度105基追加で購入してございま

す。そういったことで、ある集落にも貸出しをいたしております。そこでも今回購入したくくりわ

なで捕獲した実績もございますので、そういったことで貸出しもしたり、いろいろ対応してまいり

ます。粘り強く有害鳥獣対策には取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 
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〇13番（鈴木いせ子君） 昨日も夜何だと思ってメール見たら、熊が出ましたというメールが入って

おりましたけれども、朝日に熊が出ましたと。夜寝る近くなってから熊が出ましたというメールが

入っていましたのですけれども、毎日のように、うち辺りも熊どこに出たと言って、おまえの田ん

ぼに走っていたななんて言われるぐらい本当に大変な状況になっておりますので、でも今私もここ

に加入しているわけなのですけれども、幸い農家の方には収入保険というのがあります。収入保険

に入っている人は、でも少ないそうですよね。 

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。 

〇農林水産課長（大滝敏文君） 村上市内で収入保険加入者が86件ということで、豊栄以北のＮＯＳ

ＡＩのエリアの中では村上市が一番加入者が多い自治体でございます。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） その八十何人の１件がうちも入っていますけれども、私も言うために共済

組合さんに聞いたのですが、今年は鳥獣被害とコロナ被害、これも収入保険は見るというのを確か

めてきました。掛金は多少かかりますけれども、新しい鳥獣被害とコロナによって価格が安くなっ

たというのは、収入保険に入っていれば、前年収入から引いた金額、全部ではないのですけれども、

その金額によって補填してくれるという保険なので、こういう事態になったらもうちょっとこれ宣

伝してもいいかなというふうに感じました。 

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。 

〇農林水産課長（大滝敏文君） 収入保険の加入促進につきましては、私どもも各農家さんに営農計

画書を配付する際には必ずそのパンフレットを同封させていただいております。これは本当に有効

なセーフティーネットの一つだというふうに感じております。一筆方式も対象とはなるわけでござ

いますけれども、収入保険は非常に有効なセーフティーネットだと感じておりますので、さらに加

入促進に努めてまいりたいというふうに考えております。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） いろんな方法でやはり減収問題に取り組まなければ、本当に黙っていても

鳥獣で田んぼが作れなくなるというのが一番の問題です。どうぞよろしくお願いします。 

  それでは、副市長さん、最後にあった、私の特Ａになったのをどのように守っていく考えですか

というのを３項目めに入れておきましたのですが、特Ａを守り抜く政策も含めて２期目に向かうお

考えをお願いします。 

〇議長（三田敏秋君） 副市長。 

〇副市長（忠  聡君） まずは、昨年産米において４年ぶりの特Ａの奪回といいますか、奪還とい

いますか、得たということは大変地域にとっても、農家の皆さん方にとっても喜ばしいことだった

なというふうに思います。特に昨年は品質がそれほどよくない中で特Ａを得られた、これの要因は

何かというふうなことなのですが、やはり基本的な栽培管理の中にその要素はあるのだろうという
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ふうに私自身は受け止めてございます。今年の稲の姿を見ますと、特にコシヒカリは丈が伸び過ぎ

たせいで、先日の大雨で少し倒伏が見られますけれども、後期栄養を不足させないような〔質問終

了時間10分前の予告ブザーあり〕肥培管理が県の指導機関からも出ておりました。その影響もあっ

たのかなというふうに思っております。基本は、地力を低下させない土作りにやはりその基本があ

るのだろうというふうに思っております。先般岩船米情報のチラシも出ておりますけれども、刈取

り後はなるべく秋すき込みを行って、そしてわらを腐熟させながら翌年に備えましょうというその

運動もなされておりますので、これ秋の天候にも大きく左右される部分ではありますけれども、ぜ

ひその呼びかけも十分に検討していただければありがたいかなというふうに思います。 

  それから、２期目に向けてというふうなことですので、時間をいただきまして本当にありがとう

ございます。まず初めに、これまでの４年間を振り返りながら少しお話を申し上げたいと思います

けれども、大変過分なお言葉をいただきましたこと、まずは御礼を申し上げたいというふうに思い

ます。なおまた、前回、第２回定例会でご同意をいただきました。これにつきましても議会の皆様

方にも御礼を申し上げたいというふうに思います。９月１日、新たな任期の始まる日でございます

けれども、市長からは選任書というのと併せてお言葉もいただきました。気持ちを新たにしてしっ

かりと職務に励みたいという決意を新たにした日でもございました。１期目におきましては、行政

経験のない中で４年間務めさせていただきましたけれども、議会の皆様方はじめ市長、そして市の

職員からも大変な協力をいただきながら、そして皆様方からもいろいろご指導いただきながら何と

か務めさせていただいたというのが実感でございます。ただ、この４年間にはいろんなことがあり

ましたし、経験もさせていただきました。特に印象に残るのは、昨年の山北地区を中心とした地震

であったり、今年に入っては今回の新型コロナウイルスの感染症というふうなことで、自然災害に

大変多く見舞われたこの４年の中にあったなというふうに思っております。ふだん市民の皆様方と

も接する機会も多うございます。いろんなご意見、いろんなご要望をお聞きする機会もございまし

た。私自身そこにしっかり応え切れてきたのかということを顧みますと、なかなかそうでもなかっ

たかな、むしろできない理由を探すのに何か頭を使っていたような、これが一つ大きな反省として

実は受け止めてございます。こうした４年間を経たわけであります。 

  ２期目に当たって１つ考えたのは、「若葉薫る木々、清らかなせせらぎ」、村上市民憲章にある

前文、これ私はとても好きなフレーズ、文章であります。これほど村上市をうまく表現した文章、

言葉はないのではないかなというふうに思っております。先ほど河村議員の質問にも少しお答えを

させていただきました。やはり魅力あふれる大事な我が郷土、村上市のこの自然を次の世代にやっ

ぱりしっかりと引き継いでいくというのが、これが今を生きる私たちの大事な責務ではなかろうか

というふうに思います。その一つとして、基幹産業である農林水産業の振興が欠かせないのだろう

というふうに思います。先ほどその魅力を生かし切れていないのではないかというような私の発言

に対して、市長から大変フォローをいただきました。伸び代があるのだという、まさにそのとおり



 - 204 - 

でございます。先般、山北地区で行われました地域を考えるセミナーに参加をさせていただきまし

た。その折に登壇されてご意見を発表されたのが神奈川県から移住をされた若者、男性の方でござ

いました。この方は、全国を回ってここが日本の中で一番〔質問終了時間５分前の予告ブザーあり〕

きれいな、澄んだ海だと、そこに魅力を感じて、シーカヤックの教室を開いて、ＳＮＳを通じなが

ら全国から人を呼び寄せる、そんな活動をされていました。私たちがここに生まれ育って何十年も

たつわけでありますけれども、本当に自分たちのこのすばらしい地域を我々自身がどう感じて、ど

う受け止めて、それをどう発信しているのかということをしっかりともう一度考えてみたい、そし

てそれを政策に移し、実行していくということが私に課せられた大きな役割でもなかろうかなとい

うふうに思っております。 

  林業関係についてはあまり詳しくありません。ただしかし、森林環境譲与税を活用した活動がこ

れから始まります。今現在７つの林業関係の事業所が大変頑張っていただいておるということもお

聞きをしておりますけれども、さらには、私も加入しておりますが、24の生産森林組合というもの

がございます。ここは、農業もそうでありますけれども、やはり組合員が高齢化をしてきておりま

して、なかなか山林の手入れが行き届いていないという状況もあるように聞いております。この生

産森林組合の今後の在り方についても林業振興を考える上で大事な視点なのではないかなというふ

うに考えてございます。 

  いずれにいたしましても、第３次総合計画の策定にもこれから入ろうとしております。その中で

これからの村上市のさらなる発展に向けて、私も微力ながら精いっぱい努めさせていただきたいと

思います。これまでと変わらぬ議会の皆様方、そして市民の皆様方のご支援、ご協力をお願いを申

し上げたいというふうに思います。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（三田敏秋君） 鈴木いせ子さん。 

〇13番（鈴木いせ子君） どうか頑張ってください。 

  これで私の一般質問を終わります。（拍手） 

〇議長（三田敏秋君） これで鈴木いせ子さんの一般質問を終わります。 

  午後１時まで休憩といたします。 

          午前１１時５３分  休 憩 

                                             

          午後 ０時５９分  開 議 

〇議長（三田敏秋君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

                                             

〇議長（三田敏秋君） 次に、９番、稲葉久美子さんの一般質問を許します。 

  ９番、稲葉久美子さん。（拍手） 

          〔９番 稲葉久美子君登壇〕 
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〇９番（稲葉久美子君） 日本共産党の稲葉久美子です。これから一般質問させていただきます。私

の項目については４項目です。 

  第１番の農業の対策について。コロナ禍により、一部の国では農産物などの輸出規制を実施した

ことなどから、日本でも食料不足に陥る可能性を指摘する報道もあります。先が見えない状況の中

で、輸入に頼っていたことを深く反省し、自給率の向上を目指さなければならないと考えます。そ

こで、本市農業の現状について以下のとおり伺います。 

  ①番、今年度産米、岩船産コシヒカリで昨年比農協の仮払いで１等米が900円値下がりしていると

伺いました。値下がりについての対策はどのようになっていますか。 

  ②番、温暖化の影響でしょうか、豪雨、高温、多湿のため農作物が順調に出荷されていないと感

じます。市としての対策について伺います。 

  ③番、地域の特性を生かし、生産者が生きがいを持って持続可能な農業を目指すことが重要と考

えます。村上市においてどのような施策がなされているのでしょうか。 

  大きな２番、学校教育の問題について。コロナ禍による全国一斉休業後の学校生活について伺い

ます。 

  ①番、夏休みを短期にしてまで授業の遅れを取り戻さなければならなかったのでしょうか。 

  ②番、体育授業、部活動など体を動かしての活動時間が少ないために体力低下が懸念されます。

現状はどのようになっているのでしょうか。 

  ③番、市内の小・中学校の修学旅行についての実施状況はどのようになっていますか。 

  大きな３番、医療の問題について。新型コロナウイルス感染症を防ぐために診療を自粛する動き

があります。待合室の椅子は空間を空けて座るように貼り紙を貼られました。慢性疾患には薬だけ

の対応も応じるなど、今診察収入減が問題になっています。 

  ①番、自粛による収入減があるなら補償が必要ではありませんか。市内の医療機関はどのような

状況でしょうか。 

  ②番、医療従事者の差別の問題、家族への配慮、行政としても援助が必要ではないでしょうか。

取組をお聞きします。 

  ③番、新型コロナウイルス感染症の第２波、第３波を予想しての市内の医療体制は十分でしょう

か。 

  大きな４番、「旧香藝の郷美術館」利活用の検討状況について。お盆休暇で瀬波温泉はコロナ禍

にも負けず常時よりはにぎわいが出ていました。旧香藝の郷美術館の利活用について、近畿日本ツ

ーリストから報告書が提出された以後、市としてどういう協議をしているか、最終の結論はいつに

なるのか、今後の見通しを伺います。 

  答弁の後再質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 
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          〔市長 高橋邦芳君登壇〕 

〇市長（高橋邦芳君） それでは、稲葉議員の４項目のご質問につきまして順次お答えをさせていた

だきます。 

  最初に、１項目め、農業の対策についての１点目、今年度産米の岩船産コシヒカリで昨年比農協

の仮渡金から900円の値下がりとなったが、その対策はとのお尋ねについてでございますが、先ほど

の鈴木いせ子議員の一般質問でもお答えをいたしましたが、村上市農業再生協議会において岩船米

の基本戦略、売れる米作りから売る米作りの方針の下、各認定方針作成者へ主食用米の生産数量目

安を提示し、産地交付金や本市単独助成の支援と併せて主食用米以外への誘導を図ってまいりまし

た。令和２年産米につきましては、特に人口減少に伴い、国内の米需要は年間約10万トンずつ減少

するとの国の見込みもあり、主食用米の消費量の減少に加え、新型コロナウイルス感染症の影響か

らも業務用米を中心に需要が減少し、今後の米価下落が心配されることから、認定方針作成者に対

し、それぞれの取引先に事前契約の数量などに変更が生じないかの確認をお願いし、契約が見込ま

れないものについては非主食用米への転換を図るよう協力依頼を行ったところであります。また、

新潟県農業再生協議会からの非主食用米へのさらなる転換に向けた田んぼ一枚転換運動の要請を受

け、認定方針作成者へ重ねて転換依頼を行うとともに、農家の皆様へもチラシやホームページ、告

知端末で転換を呼びかけたところであります。今後は、令和３年産主食用米の生産数量目安の配分

に向けて、引き続き需給動向を見極めながら、需要に応じた生産となるよう取り組んでまいります。 

  次に、２点目、温暖化の影響なのか、豪雨、高温、多湿のため農作物が順調に出荷されていない

と感じるが、市としての対策はとのお尋ねについてでございますが、近年の暖冬少雪や豪雨、高温

などの異常気象につきましては農業に与える影響が非常に大きく、その動向には常に注視をいたし

ているところでありますが、先般の７月豪雨と長雨による農作物の状況につきましては、ネギ、枝

豆、カボチャ、加工用トマト、露地栽培のナスなど、湛水による根腐れや日照不足により収量が減

少したことを確認しておりますが、いずれも大きな被害には至っていない状況であります。市内直

売所の夏野菜の状況については、長雨、日照不足のため入荷が少なめでしたが、販売価格につきま

しては、地元客を対象としているため価格を据え置いて販売をしていることから、一般のスーパー

より値頃感があり、入荷するとすぐに売れてしまう状況であるとのことでありました。今後もＪＡ

から生産者への個別指導をはじめ、関係機関と連携しながら、タイミングを逸することなく、異常

気象に対する注意喚起を行ってまいりたいと考えているところであります。 

  次に、３点目、地域の特性を生かし、生産者が生きがいを持って持続可能な農業を目指すことが

重要と考えるが、村上市においてどのような施策がされているのかとのお尋ねについてでございま

すが、県内でも降水量の多い地域である本市は、山の養分を豊富に含んだ水が田んぼを潤し、豊か

な土壌、そして中山間地域ならではの日較差の大きい恵まれた気象の下、農家の皆様方が良質米産

地としての気概を持ち、丹精込めた管理の下でおいしい岩船米を生産されています。しかしながら、
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近年の農村地域の過疎化や高齢化の進行に伴う集落機能の低下により、農地や水路などの資源の保

全管理に対する担い手農家の負担が増加し、農業、農村環境に与える影響が懸念されています。本

市では、現在国の日本型直接支払制度の交付金を活用し、草刈りや泥上げなど農地維持のための共

同活動や植栽活動などの支援を行っており、生産条件が不利な山間地域においては、平場との格差

是正と農業生産活動を継続するための支援を行っているところであります。農業・農村は自然環境

の保全、水の涵養、良好な景観の形成などの多面的機能を有しており、その利益は広く市民も享受

をしていることからも、今後も農村地域の皆様が良好な環境で農業を継続することができるよう積

極的に取組を推進してまいりたいと考えているところであります。 

  次に、２項目め、学校教育の問題につきましては教育長に答弁をいたさせます。 

  次に、３項目め、医療の問題についての１点目、診療自粛による収入減があるなら補償が必要で

はないか、市内の医療機関はどのような状況かとのお尋ねについてでございますが、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大に伴う県内医療機関への影響について把握するため、県が県内125病院に対

して影響調査を５月に実施した結果、財政的影響が生じている点では、患者急減による減収、施設

改修・物品購入による費用増と回答した病院の割合は高く、医業収入の対前年同月比について、３

月、４月のいずれも減少しており、特に４月の減少幅が大きくなっておりました。また、地元医師

会に確認をいたしましたところ、市内医療機関においても患者の減少は現れており、特に発熱によ

る外来診療が減少した小児科における患者数の減少が大きいとお聞きをいたしております。長期化

している国難とも言えるコロナ禍の現状において、さらなる医療機関の経営圧迫は地域医療の崩壊

にもつながりかねず、極めて強い危機感を持っております。地域住民の命と健康を守り抜くために

も、新潟県市長会を通じて公立・公的病院等に対して必要な財政措置を講ずるよう国に対し要望を

行っているところであります。 

  次に、２点目、医療従事者の差別の問題、家族への配慮は行政としても援助が必要と思うが、取

組はとのお尋ねについてでございますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策と一般患者

への医療提供のため、自らとそのご家族にも感染のリスクがあることを承知で最前線において働い

ておられる全ての方々、加えて市民の日常生活を支えているスーパーや薬局、地元の小売店、廃棄

物の処理や物流といったそれぞれの分野で活動を継続していただいている全ての皆様に心よりの感

謝と敬意を表するものであります。こうした中、全国では感染者や医療従事者はもとより、そのご

家族や関係者に対する心ない偏見やいわれのない差別があります。こうした行為は、決して許され

るものではありません。このような状況を踏まえ、医療従事者をはじめ介護や福祉の現場、小売店、

廃棄物の処理や物流といった市民の生活を支えるため社会経済活動を継続してくださる皆様への感

謝と応援の気持ちを表すため、新潟県が主催するにいがた結プロジェクト、ブルーライトキャンペ

ーンに各自治体と共に参画をいたし、本市におきましてはＪＲ村上駅前の歓迎塔を５月30日から６

月末までの間ブルーのライトアップを実施をいたしたところであります。また、公益財団法人人権
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教育啓発センターによるＳＴＯＰ！コロナ差別キャンペーンに各界の方々や都道府県、市町村の首

長からもメッセージが寄せられており、私からも心ない偏見や差別は決して許されるものではない

といったメッセージを発信させていただいたところであります。本市のホームページや告知端末、

記者会見の際にも、このような行為は決して許されるものではなく、正しい情報に基づいた冷静な

行動を皆様にお願いをいたしてまいりました。恐れるべきは人ではなくウイルスであります。引き

続き様々な機会を通じてＳＴＯＰ！コロナ差別を発信をいたしてまいります。 

  なお、新潟県医療調整本部におきましては、感染リスクを抱える医療従事者向けの支援として、

感染症患者に対応する医療従事者向けの無料宿泊プランを提供しており、本市においても対象ホテ

ルとして１件確保されているところであります。 

  次に、３点目、コロナ感染症の第２波、第３波を予想しての市内の医療体制は十分かとのお尋ね

についてでございますが、今後の感染拡大に備えた県内の医療体制につきましては、新潟県医療調

整本部において調整されております。その調整の結果によりますと、現在国による県内ピーク時の

患者数を上回る数の入院病床や軽症者療養宿泊施設の確保がなされている状況でありますので、市

民の皆様に対して適切な医療を提供することができるものと考えているところであります。 

  次に、４項目め、旧香藝の郷美術館の利活用についての最終の結論はいつになるのかとのお尋ね

についてでございますが、昨日の菅井議員並びに木村議員の一般質問でもお答えをいたしておりま

すが、当該施設につきましては市民と観光客の交流拠点と子育て世代のファミリー層が屋内で集え

る施設をコンセプトに、瀬波温泉の中心部に位置する優位性を生かして施設を活用し、地域の活性

化を目指すことといたしております。これまでイベント開催時の催事会場として利用してまいった

ほか、交流、集うといったコンセプトをキーワードに、一つの取組といたしましてモニターによる

自由な発想で施設利用を実践するといった取組も進めてきたところであります。モニターの提供す

る事、物といったテーマが訪れる皆さんに様々な行動を促すという実態も報告をされているところ

であります。結果として、周辺の小売店への人の流れが見られるなど、瀬波温泉街のにぎわいを生

み出す手法として効果を確認することができたところであります。今後もこうした様々な利活用の

手法を検証しながら、瀬波温泉街のにぎわいづくりの方向性を導き出してまいりたいと考えている

ところであります。 

  私からは以上であります。 

〇議長（三田敏秋君） 教育長。 

〇教育長（遠藤友春君） それでは、稲葉議員の２項目め、学校教育の問題についての１点目、夏休

みを短縮してまで授業の遅れを取り戻さなければならなかったのかとのお尋ねについてでございま

すが、市内小・中学校では３月及び４月16日から５月６日までの臨時休業や５月７日から19日まで

の分散登校により、授業が実施できない期間が続きました。そこで、夏季休業を短縮して９日、ま

た冬季休業を短縮して１日、合計10日間授業日を確保いたしました。１学期終了後の全小・中学校
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からの実施授業時数の報告によると、学校行事等教育活動の調整を図り、予定していた授業時数を

確保できております。今後再度臨時休業措置を取らざるを得ない場合も想定されますので、夏季及

び冬季休業を短縮して授業日を確保することは必要であったものと考えております。 

  次に、２点目、体育授業、部活動など体を動かしての活動時間が少ないために体力低下が懸念さ

れるが、現状はとのお尋ねについてでございますが、体育授業については、現在学校では新型コロ

ナウイルス感染症に対応するための年間指導計画を作成し、健康増進・体力向上に取り組んでおり

ます。３密回避を実施して感染防止に努めているため、これまでと同じ活動はできないものもあり

ますが、学ぶ楽しさ、できる喜びを実感できるよう進めております。体力低下対策として、体育授

業の初めに短時間のトレーニングを行っている学校もあります。また、コロナ禍の中ですが、工夫

により水泳授業も実施することができました。さらに、小学校では体育の時間に加え、業間運動や

休み時間を活用して体力づくりに取り組んでいる学校もございました。中学校の部活動については、

５月25日以降段階的に活動を再開し、７月には中学３年生を対象とした郡市内の親善大会も開催で

き、中学３年生にとっては、短い期間ではありましたが、充実感を味わうことができたものと思っ

ております。 

  次に、３点目、小・中学校の修学旅行の実施状況はどのようになっているかとのお尋ねについて

でございますが、小学校は９月から10月末までに13校全てが修学旅行を実施する計画であります。

行き先は、佐渡市や福島県会津若松市になっております。中学校についてでありますが、７校のう

ち４校は実施する計画であります。行き先は、岩手県、宮城県を予定している学校が２校、県内が

２校です。また、修学旅行を実施しない３校も修学旅行に代わる巡検学習等を計画しているところ

であります。 

  私のほうからは以上でございます。 

〇議長（三田敏秋君） 稲葉久美子さん。 

〇９番（稲葉久美子君） ありがとうございました。それでは、再質問させていただきます。 

  特に最初に農業の問題についてですが、私は米の生産農家でもありませんので、細かいことにつ

いては分からない部分がいっぱいあるのです。ただ、コロナが始まって、春頃、私たちの市会議員

選挙の頃から田植が始まるという時期に重なって、特にこのことについて感じたのですが、田植の

時期になると、ほかの市町村に出ていった、また県外に出ていった子どもたちが田植の応援に来る

時期なのだそうです。５月の連休頃だと思いますが、それができない。その中で、地元に住んでい

る人たちはおまえたちがコロナを持ってくると大変だから、俺たち   になるから、来ないでく

れということを親のほうから子どもたちに言って、来ないで自分たちで田植をやったということを

聞いております。そんなことを考えたときに、実際米が出来上がったときに米が値段が下がってい

る。本当に私たちの気持ちとすれば気の毒だなとしか言いようがない状況なわけです。１等米が

900円とかいうことですが、60キロに対しての値段だと思います。私たちも農家から直接買っている



 - 210 - 

のですけれども、私たちが幾らで買っているかというのは課長はご存じでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。 

〇農林水産課長（大滝敏文君） 存じ上げておりません。 

〇議長（三田敏秋君） 稲葉久美子さん。 

〇９番（稲葉久美子君） 値段は私も公表するつもりはないのですけれども、せめてそのぐらいの値

段で農協に手渡していたら本当に農家の人も助かるのではないかというふうに感じたわけです。そ

の中で、米の値段が下がってというけれども、私たち買って食べるほうにしてみれば影響はないと

いうような状況になってくるわけですよね。ただ、その中で私たちが今回訴えられたことは、みん

なコロナの中でいろんな面で苦労している。自分たちもご近所さんのお付き合いから始まって、集

まってお茶飲みもできない状態になっている。こういう精神的に追い詰められているというところ

まではいかないと思うのですけれども、１人でもやもやした気持ちの中で米の生産に携わったと。

その中で値下げというようなことがあったのだけれども、本当に俺たちが米を作った値段というの

はどこで補償してくれるのだろうというようなことを訴えられました。その中で今、米のこととは

別ですけれども、働いている人たちも残業はなし、それから週休３日制であったり、それ以上に仕

事がなかったりとかということで、実質的な給料の目減りがあるわけですよね。そうすると、うち

にいる、農業をやっている、特に土日になると若い働き手の人たちも手伝うとは思うのですが、現

金収入を持っている人たちが現金収入が減っている。その中で親の年金を子どもたちに与えなけれ

ばならない。自分たちだってそんなにもらっている年金ではないわけだけれども、子どもたちに当

てにされなければならない状況になっているということを訴えられたわけです。米があって野菜が

あれば生活保護も受けられないしとかいうようなことで訴えられまして、本当に何とかできないか

というようなことを言われました。その中で、さっき鈴木議員の話の中では収入保険とかいうよう

なこともありましたし、いろんな面での補助もあるのではないかと思うのですが、このコロナ禍の

中で、特に私たちは事業主や個人営業の人たちだけかなと思っていたのですけれども、農家の方た

ちも持続化給付金の申請ができるということを言われましたよね。その中で農林水産大臣も農業の

方もほとんど該当するから、申請するようにというような声をかけられました。そこら辺について

の取組というのかな、農家の方たちは申請する人たちが出たのかどうかについて伺いたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。 

〇農林水産課長（大滝敏文君） 農業もいわゆる持続化給付金の対象となるということにつきまして

は議員おっしゃるとおりでございまして、村上市といたしましても、ホームページ等でその辺の情

報は周知しておるところでございます。それで、その実績等については正確な数字は把握してござ

いませんけれども、農業といっても水稲、米農家だけではございません。例えば畜産ですとか、い

ろんな分野の業態がございますので、実際に持続化給付金を申請したということは聞いております。
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そういう農家がいらっしゃるということは聞いております。 

〇議長（三田敏秋君） 稲葉久美子さん。 

〇９番（稲葉久美子君） そのようだと思います。給付金を申請できるとして、農家の方にしてはど

うですかというようなことを提案しました。実際でもパソコンをいじれる人はもちろんいるのです

けれども、できない方もいらっしゃって、そしてネットを使って申請、なかなか完全にできるとい

うのも少ないのではないかということでの手伝いをちょっとやったらできたというようなことも聞

きました。そういう中で、あれは国へ申請ということになりますけれども、市でお手伝いをすると

いうようなことの場所と言うと変だけれども、市役所に来て一緒に書類を書いてやるとかいうよう

なことはできたのでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。 

〇農林水産課長（大滝敏文君） この持続化給付金の相談窓口ということでございますけれども、商

工会議所のところに窓口が設置されたということで対応してございますし、またＪＡ、両ＪＡござ

いますけれども、個別の相談は受けているというふうに伺っております。具体的に市、行政がそれ

をお手伝いは実際はしてございません。 

  以上でございます。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 加えて申し上げますけれども、今議員がご指摘のとおり、なかなか申請がし

づらいというところ、これはこの制度創設の当初から我々も危惧をしておりました。その結果、商

工会議所であったり商工会、さらには農協であったり、漁業もありますので、そういうそれぞれの

機関のところでしっかりとその制度を活用するようにしてくれということは私も直接申し上げてき

ました。その際に、申請書を作ったりするときに、緊急事態宣言下においてそうした事業者の皆様

方の支援をするため、そういう申請書を作成するときにも使っていただけるような支援金の手当て

は、これは市でさせていただきました。ですから、それを活用して専門の方にお願いをする、こう

いうことにもお使いくださいということを申し上げてまいりましたので、いろんなそういう制度を

存分に活用して何とか頑張ってもらいたいということで取組は市としてしてきたということでござ

います。 

〇議長（三田敏秋君） 稲葉久美子さん。 

〇９番（稲葉久美子君） ありがとうございます。実際本当に農家の方というのは我慢強いなと。食

べるものがあるから、何とかしようというような、今しのげば何とかできるみたいに黙って頑張っ

ていらっしゃる方が多いので、本当にその面で何とかちょっと手を貸してあげたらできるのになと

いうような方たちが多くあるのです。そんな形でそういう話が出てきますと本当に何とかしなけれ

ばというような形になると思います。持続化給付金のほかにもいろんな面での小口融資とか、それ

から雇用維持だったか、を９月いっぱいで停止するというのも12月頃まで延期になるとか、いろん
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な面で皆さんの要望をかなえられるようにという国の制度もそれぞれ変わってきているというか、

皆さんのためになるようにというような形でなっているので、少しでも多くの人に声かけてやって、

まずできることはしていただきたいというふうに思います。 

  その中で気になっていたのが、私税務課へ用事で行ったら、ちょうど今年度の国保税の金額が決

まって、それぞれに配付された直後だったのですけれども、農家風だというふうに、見た感じ農家

のおじいさんがこんな高い国保のお金払えるわけないではないかということで窓口に来ていたこと

覚えていたのです。そのときにこちら側にいた、こっちからもちょっとそのことで相談ありますな

んていう方が来たのですが、それと関連することだと思います。実際収入が途切れている部分もあ

ると思うのですけれども、申請して減額なり免除なりできるものであればそれも続けてやってほし

いと思うのですけれども、税務課の課長に伺いますけれども、農家の方というのは減額、それから

免除の申請は何世帯ぐらいありますか。 

〇議長（三田敏秋君） 税務課長。 

〇税務課長（長谷部俊一君） お答えいたします。 

  申請のあった世帯数になりますと、こちらについては１世帯になります。 

  以上です。 

〇議長（三田敏秋君） 稲葉久美子さん。 

〇９番（稲葉久美子君） 米の収入が入ってくると一段落する部分もあるとは思うのですけれども、

本当に農家の方々、肥料と差引きすると収入ないというような状況になってくるのではないかと思

います。いろんな面で市の指導、それからの農協から農家の方に指導してもらっているという生産

の内容等もありますけれども、市としてもやはり市民の１人ずつの生活を守っていく、健康を守っ

ていくという意味でも強力に特にコロナ禍の中で指導をお願いしたいと思いますが、課長、いかが

でしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 農林水産課長。 

〇農林水産課長（大滝敏文君） 私ども市といたしましても、ＪＡはじめ関係団体と連携をしながら

農業者への周知、指導等を行ってまいりたいと考えておるところでございます。 

〇議長（三田敏秋君） 稲葉久美子さん。 

〇９番（稲葉久美子君） 市のホームページで農林水産課のをちょっと開いてみましたら、高温注意

報の文書がぱっと出てきたのです。市で出しているのだと思ったら県の文書なのです。それを見て、

農家の人たちというのは県から直接文書を提案するのかというふうに一瞬考えてしまったのです。

市からの文書が出ないのかというふうに思ったのです。そんな形で農協の指導も含めてあるのかな

というふうに思ったのですけれども、内容的には変わらないと思いますし、実情そうなのですけれ

ども、やはり市の文書というのを私は欲しいなというふうに思いました。そんなことでこれから農

家の方のためにも一生懸命になって取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま
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す。 

  続いて、教育の問題について伺ってよろしいでしょうか。お盆早々に２学期が始まりまして、暑

い中での学校、エアコン昨年つけてよかったというのを本当に実感したところです。子どもたちも

この扇風機、こうやって持って学校に行っているという状況も出てきましたし、電気屋さんから高

いのではないのですよね。百均から700円ぐらいで買う扇風機なのです。こうやって持ち歩いている

というような状況を見まして、学校もそこまでいったのかというふうに考えました。でも、まだ体

育館とか特別教室はないにしても、教室にエアコンがついたということを、先見の明があったでは

ないけれども、本当によかったというふうに思いました。 

  文部科学省の発表によれば、２学期始まったぐらいですが、６月１日から８月末までの新型コロ

ナの感染の数字が出されました。この中で小・中学生、最初は子どもたちは感染しないかと思って

いたのですが、本当に小さい子どもたちまで最近感染するようになりました。３日付で文部科学省、

部活動でコロナ対策を徹底するようにというようなことも出されまして、先ほど教育長が言われた

ように、本当に動いていくと接触する部分が結構あるのですね。マスクをやらないで跳んだり跳ね

たりするという部分があって、そういう面でのリスクが大きくなるのではないかと思いますし、そ

れも対策の一つとして考えなければならないのかなと思いながらも、精神的なストレスをためない

ようなスポーツも必要ではないかというふうに思いました。みんな文化祭と体育祭と縮小して、そ

してやられるというようなのが大体恒例になっているようです。 

  そんなこともありますし、それぞれに気をつけながらそれぞれ学校活動をやられていると思いま

すが、９月１日付で教育委員会から地域の住民宛てに回覧回りましたよね。文部科学省と県教育委

員会の指導の下で、新型コロナ感染症防止に向け１学期同様に児童生徒の安全を第一に考え、対策

に万全を期してまいります。趣旨をご理解いただき、１学期同様にご協力お願いいたしますと。そ

の中で感染症対策を確実に実施していく。指導が駆け足にならないように注意します。今後感染第

２波や不測の事態の場合、臨時休校や分散登校など１学期の経験を生かして効率的な学習指導を行

っていくというようなことです。２学期も児童生徒の様子を丁寧に見守り続け、全職員で情報を共

有しながら全校体制で進めていくとしているのは、今現在の教職員でできるのかということを、消

毒など衛生面の管理などでは各学校に１人ずつ増員するとありました。文部科学大臣も言っており

ます。個人的には１学級20人くらいの児童数が適当だと。少人数学級実現、今こそ実現しなくては

ならない。知事会や首長さん団体、校長会など早期導入も求めていると聞いています。ぜひ声を大

きくして実現していただきたいと思います。少人数やってみて感じた、豊かで教育ができるという

のは少人数だというよさを実感したということですね。子どもと教職員の命と健康を守るために、

国は少人数学級を決断してほしい。教員の多忙化解消も進めてほしい。この声は教職員の声であり

ます。この中で教育委員会から出された住民宛ての回覧について、文字だけが２ページ、３ページ、

それから文部科学大臣の文章も入っていましたので、すごく長い文章になりました。住民の方はほ
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とんどの方が読んでいないと思いますが、それでも訴えなければならないことについては出してい

くということだと思いますが、本当にあまりにも、絶対なことをやっています。丁寧に見守るとか

いうようなことについてしっかりやっていきますというようなことを文章化されておりました。そ

ういう意味で、教職員の方が大変なのではないかというふうに実感いたしましたが、教育委員会と

してもどんなふうに考えているのか、考えたから、こういう文書が出てきたと思うのですが、先生

たちの負担を減らすという意味ではどんなふうにできるのかということは考えていらっしゃいます

でしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（菅原 明君） 感染症対策の事業といたしまして、スクールサポートスタッフとい

う事業があるのですけれども、学校の先生方の消毒のほうの作業の負担軽減だとか、あるいは家庭

への配付物のほうの印刷だとか、そういった学校の先生方の負担軽減になるような形の事業を今、

市内20校中18校なのですけれども、18校で取組をさせていただいております。 

〇議長（三田敏秋君） 稲葉久美子さん。 

〇９番（稲葉久美子君） 子どもたちが学校休みの最初のときですけれども、感染すると悪いから、

学校お休みなのだよと言いながら、外で遊んでいると、コロナ警察いましたよね。子どもたち外で

遊んでいますよというのを通報したりとか、いろんな意見がありました。子どもたちも楽しんで遊

ぶことができない状況があったということだと思いますが、〔質問終了時間10分前の予告ブザーあ

り〕そういうこともないように、これからお互いに、さっき市長から言われたお互いを攻撃し合う

ような、いじめにつながるようなことは絶対やってはならないということをやはり学校のほうから

も強く指導していただきたいというふうに思います。 

  次に、医療の問題について伺います。今学校のことについて取り上げたのですけれども、学校の

中で感染対策をやっても感染を食い止めるのは不可能だと。これは学校だけでなく、やはり職場に

ついても、それから医療の現場はもちろんそうだと思いますが、地域全体で対策を取ることは言う

までもないことだというふうに思いますが、私たち日本共産党でコロナで困っていることありませ

んかというアンケートをいただきました。その中から１人の方の文章を紹介いたしますと、感染が

怖いというふうに訴えております。今県内で起こっている、陽性の方もそうなのですが、無症状の

人と過ごしたときに感染しているわけですよね。そうすると、自分が無症状で感染していたらどう

しようと思ってしまう。そうすると、相手と話し合うこともできないということなのです。それが

とても怖いというふうに訴えております。本当にＰＣＲ検査を簡単にできるようにしてほしいとい

うふうに訴えております。市内でも、特に料理屋さん、飲食店でもそうだと思うのですけれども、

この店からコロナの１号を出したくないよね、自分は１号にはなりたくないよねというようなこと

を合い言葉のようにあちこちで言われているということも現実です。いろんな努力をしながらも、

やはり感染にならないための予防を重ねていくことが必要ではないかというふうに思います。 
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  県内の自治体独自の新型コロナ対策、さっき市長からも話がありましたけれども、ＰＣＲ検査体

制についても県内10か所、村上については佐渡と糸魚川と一緒に開設の準備はできていると。患者

が一定数超えた場合に開設するというふうに方向づけられておりますし、検査能力も８月18日現在

で820件の検査も可能だと。そして、県内では９月末には1,200人の検査に拡充を目指すというふう

に方向づけられております。ただ、検査する場所もあり、数は増える。ところが、やはり入院する

ことももちろんそうですし、検査でもそうなのですが、やっぱりマンパワーがなければ稼働できな

いというのが現実だと思います。いろんな意味で医師や看護師を増やす努力もされております。す

ごく力を入れないとこの問題については解決されないのではないかと思いますが、そこら辺はどう

でしょうか。先ほど村上総合病院の新しくなったときの体制について伺いましたが、このことにつ

いても十分にできるのでしょうか。どんなふうにお考えでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） まず、先ほど学校教育現場のお話の中で、エアコンが設置されて、非常に今

年の夏も暑うございますので、子どもたちも今変化する中での対応十二分にできているということ

で、昨年度、現政権下、安倍総理の英断に基づきまして小・中学校教室にエアコンを入れるという

政策について、市もいち早くそれに取り組もうと言った、その取組姿勢について今議員からご評価

をいただきましたので、本当に感謝を申し上げたいというふうに思っております。 

  その上で新型コロナウイルス感染症の対策、様々な取組があるわけでありますけれども、先ほど

市民の皆様のお声もご披露いただきました。その中でＰＣＲ検査をやる、やらないの議論、要する

に今行政検査になっていますので、保健所経由で行政検査という立てつけになっております。村上

市の場合につきましては、診療所の先生方としっかり連携をしていただいて、市民の皆様方の〔質

問終了時間５分前の予告ブザーあり〕かかりつけ医に行ったときの不安を払拭する仕組みが出来上

がっているという前提で今センターが設置されていないわけでありまして、様々なそういった分野

の皆様方のお力添えを賜っていること、それと何よりも市民の皆様が一人一人が３つの密を回避す

る新しい生活様式をしっかり実践していただいて、そういうリスクを自ら、やはりそこに自らの身

を置かないという行動、この行動変容が非常に大きく影響しているのだろうというふうに思ってお

ります。その上で、感染のリスクはあるわけでありますので、そこのところをしっかり安心できる

ような形に持っていくということが行政の大きな責務でもあろうというふうに思っております。こ

の間、無症状であっても不安払拭のためにＰＣＲ検査をやれる可能性はあるのかということで、民

間の検査機関も含めて市のプロジェクトチームでも検討を指示をいたしましてさせていただいたと

ころもあります。様々な手を今現状尽くしているのですけれども、今選択しているのが最良の形で

あろうというふうに思っております。ただ、今後秋口から秋、冬に向けてどういったふうに変化し

ていくのか分かりません。先般申し上げましたとおり、季節性のインフルエンザとの共存も図らな

ければならないというような状況もあるわけでありますので、その状況を視野に入れながら、予断
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を持たずにこれから進めていくということがまずは大切だろうというふうに思っております。 

〇議長（三田敏秋君） 稲葉久美子さん。 

〇９番（稲葉久美子君） ありがとうございます。今村上では陽性が出ていないということで、ちょ

っと気が楽になっている部分もあるかと思いますが、これからのこともあります。慎重にやっぱり

行動していかなければならないというふうに感じるわけです。 

  今ほども出ましたが、これからインフルエンザの時期にもなります。村上でインフルエンザに対

しての対策というのは出ていますでしょうか、保健医療課長に伺いますが。 

〇議長（三田敏秋君） 保健医療課長。 

〇保健医療課長（信田和子君） 先ほどの議員の再質問でもお答えしましたとおり、現在インフルエ

ンザの助成についてはプロジェクトで検討している段階でございますので、はっきり具体的なとこ

ろをお示しすることはできませんけれども、検討している段階でございます。 

〇議長（三田敏秋君） 稲葉久美子さん。 

〇９番（稲葉久美子君） 最後に、香藝の郷美術館のことについて伺いたいと思います。 

  瀬波温泉といいますと、夏になるとどうしても関心のあるところでありまして、香藝の郷美術館

の前を通りまして、この古くて大きな建物どうしてこのままになっているのかなというふうに不思

議に思ったわけです。それは市のものになって３年もたちますよね。その中で開けたときにはカビ

も生えているという話も聞いていますし、水回りが全然できていないということも聞いています。

それから、瀬波温泉の祭りの屋台が入っているということも伺っていますが、全然風の通りがない

建物になっているのではないかと思うのです。そういう意味で、古い建物になればなるほど風を通

して、古ければ古いなりの維持管理をしなければならないと思うのですが、そこら辺についてはど

んなふうに考えていらっしゃいますか、お聞きします。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 先ほどもご答弁申し上げましたとおり、様々な手法を講じて利用していると

ころであります。その間、地元の温泉旅館組合の皆様方、また瀬波温泉１丁目、２丁目の皆様方か

らのご意見、また一般に広くモニターを募集しますというようなご提案をいただきます。そういう

形で期間ごとに取組を進めて、その都度施設については活用をしているということで、その中で幾

つかの効果的なことも検証として実績を上げているというところがまず１点、それと施設の維持管

理の部分につきましては私も非常に危惧をしているところがありますので、今後しっかり、これか

ら感染症対策も施していかなければならないわけでありますので、そんなところも視野に入れなが

らこれから持続可能な施設の運営、それと建物そのもののハードとしての維持ということを両建て

で〔質問時間終了のブザーあり〕進めていかなければならないと感じているところであります。 

〇議長（三田敏秋君） 終わりました。 

〇９番（稲葉久美子君） すみません。まだ半端でしたけれども、これで終わりにいたします。あり
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がとうございました。（拍手） 

          〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（三田敏秋君） はい。 

〇５番（小杉武仁君） 今の稲葉議員の一般質問の発言の中で疑義を申し立てます。よろしいですか。 

〇議長（三田敏秋君） はい。 

〇５番（小杉武仁君） まず、１項目め、本年の田植の際、家族が帰省することにより   になる

という旨の発言がございました。これは、まさにこれが偏見につながり、差別につながる発言だと

いうふうに私は捉えました。それに加え、３項目め、発生に関連する表現ですけれども、コロナウ

イルスが発生したときの表現ですが、１号だとか、２号だとか、それが合い言葉になっている旨の

発言もございました。私ども初日に新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見のない、誰もが

元気あふれる活力のあるまちを実現するための決議を行っております。まさに今の発言が非常に影

響力の強い議員としてあるまじき発言と私は考えますし、不適切な発言と捉えて取消しを求めるも

のであります。 

〇議長（三田敏秋君） 15番、姫路敏君。 

〇15番（姫路 敏君） 一般質問は、全て議員個人の責任の下で発言しております。それがある団体

あるいはそれに及ぼすところからいろいろな問題視をされた場合は議員が責任を持って行うべきも

のでございます。一般質問はそういう部分であるわけでございますので、ほかの議員がそのことに

気に入らない、あるいは不適切だということでその議員のものを全て削除するということはできま

せん。 

  以上です。 

〇議長（三田敏秋君） 稲葉議員の一般質問は終わりましたので、休憩に入りますけれども、休憩後

直ちに議会運営委員会を開催しますので、議長室にご参集ください。 

  午後２時10分まで休憩いたします。 

          午後 １時５２分  休 憩 

                                             

          午後 ２時２１分  開 議 

〇議長（三田敏秋君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

                                             

発言の取消し 

〇議長（三田敏秋君） 先ほどの稲葉議員の一般質問の中で不穏当発言というようなことでございま

した。議会運営委員会閉会後、稲葉議員とお話をしたところ、削除の申出がありましたので、これ

を許します。 

          〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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〇議長（三田敏秋君） まずこっち。稲葉久美子さん。 

          〔「議長。その前に、議長」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（三田敏秋君） 発言を求めているの。 

  稲葉さん、どうぞ。 

〇９番（稲葉久美子君） 先ほどの私の一般質問の中で新型コロナウイルス感染症関連で「   」

と申し上げましたが、放送自粛対象の用語でありましたので、削除くださるようお願いいたします。 

  貴重な時間を割いていただきましてありがとうございました。すみませんでした。（  部分は

293頁に発言訂正あり） 

〇議長（三田敏秋君） ご了承を願います。 

  15番、姫路敏君。 

〇15番（姫路 敏君） 私は了承できません。いいですか。議会運営委員会の説明を求めます。議会

運営委員会でどのようになったのかを求めます。 

〇議長（三田敏秋君） 議会運営委員会では議長に任すというようなことで、私から稲葉議員とお話

合いをしました。 

〇15番（姫路 敏君） 議会運営委員会の内容の説明を求めているのです。通常は議会運営委員会に

おいて、そして休憩もなさっています。議会運営委員会を開催するわけです。そうすれば委員長か

らその旨の報告があり、質疑があり、そしてそれを受けて議長の今のような体制になろうかと思い

ますが、その中での質疑さえもできない議会運営委員会以外の人間にしてみれば、これはどういう

ことだかさっぱり分かりません。よろしくお願いします。 

〇議長（三田敏秋君） 議会運営委員長、委員会の経緯について発言いただけますか。 

  議会運営委員長。 

          〔議会運営委員長 尾形修平君登壇〕 

〇議会運営委員長（尾形修平君） 先ほど議長の命によりまして議会運営委員会を開会いたしました。

稲葉久美子議員の一般質問におきまして、小杉武仁議員から不穏当、不適切な用語が使われている

ということで議会運営委員会を開催したのですけれども、その中で議会運営委員会の協議内容とし

ましては、確かに放送自粛用語に当たる言葉として議場での発言はよろしくないだろうということ

で、稲葉久美子議員に対してその削除を求める、議長からの注意を求めるということで、議会運営

委員会としては議長に一任するということで委員会では決定いたしました。 

  以上、報告を終わります。 

〇議長（三田敏秋君） 委員長報告に対する質疑を行います。 

  15番、姫路敏君。 

〇15番（姫路 敏君） 議会運営委員長、ご苦労さまでございます。   という言葉は、ほら私も 

  と使っている。ですから、不穏当発言、確かにあります。   あるいは片手落ち、めくら判、
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こういったような発言のことを言って指摘しているのだろうと思います、小杉議員も。しかしなが

ら、稲葉議員はもう訂正、削除しています、議長の指示というか、ことで。それはそれでもう済ん

でしまったことなのですが、そのことが議長から注意を受けて削除までというところまで、議員の

発言を削除するところまで至るのかという部分なのですが、聞いた限り、ちゃんと録音したのをも

う一回聞き直したのか分かりませんが、それを聞く限り、たしか子どもたちが   にされてしま

うという話を言っているとか、そういうことだったと思うのです。質問者本人が主体性を持ってそ

れは   であるということを言ったのであれば、これは削除までいった、それにしても注意は受

けたにしても削除まで至るものかというところなのです。それを言い出したら、議場で一般質問の

中でもしかしてそういう部分があるかもしれません、今後も。そうしたときに、自分は注意してい

ても、そういう話を聞いてきたのだ、どうなのだよ、そういうことは言ってはいけませんよと、例

えばその人に私は注意しましたと言っても、そういう言葉を使うなということで、議会はもしこう

いうふうなことで削除を求められたら大変なことになるかと思うのです。その辺をどう感じました

か。 

〇議長（三田敏秋君） 議会運営委員長。 

〇議会運営委員長（尾形修平君） 社会生活の中で放送自粛用語、また差別発言、差別用語というの

があるというのは姫路議員も認識していると思います。だから、今回の稲葉議員の発言の中で、 

  という表現をしなくてもほかの言葉でも表現できたのではないかということです。どうしても

その言葉を使わなければならないということはないわけですから。 

〇議長（三田敏秋君） 姫路敏君。 

〇15番（姫路 敏君） だから、録音したのをもう一回聞いてみるという作業をしないとどういう経

緯で   が出てきたのかというのは、私今説明したように、   と子どもたちが言われてくる

から、こうだというのであれば、自分が   と言っているわけではないのです。では、そこまで

言った言葉に対して削除を、議員の言った一般質問の内容を削除させるというところまでいくとい

うことは、私は行き過ぎだろうと。注意はあってもいいです。なるだけそういうのはもし自分がほ

かのところから聞いた話であったとしても言わないようにしなさいとかということであればいいか

もしれませんが、そこら辺が私は、これは議長の判断でしょうね、議会運営委員長ではなくて。 

〇議長（三田敏秋君） 議会運営委員長。 

〇議会運営委員長（尾形修平君） ですから、単語として、用語として差別用語に当たるわけですか

ら、どうしてもその言葉を使わなくても表現の仕方があったのではないかということを申し上げて

いる。 

〇議長（三田敏秋君） 姫路敏君。 

〇15番（姫路 敏君） そう言うのであれば、議会運営委員会として一度議会の規則、その辺をもう

一回あれして、もし付け加える部分、こういうことを村上市議会では駄目だというふうに列記して
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ちょっと付け加えておくということもなさったほうがよろしいのではないですか。 

〇議長（三田敏秋君） 議会運営委員長。 

〇議会運営委員長（尾形修平君） そのことをする以前に、社会人として、議員としてその言葉の持

つ意味をもっと勉強してから使うべきではないかというふうに私は思います。どうしてもその言葉

でなければ表現できないのかということなのです、私が言いたいのは。そのために差別用語とか放

送自粛用語ということが社会として禁止されているわけですから、まして議員がその言葉を使うの

は不適切であるということを申し上げているのです。 

〇15番（姫路 敏君） ３回なので、これで終わります。 

〇議長（三田敏秋君） ほかにございませんね。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（三田敏秋君） これで質疑を終わります。 

  なお、村上市でのコロナウイルス１号というような言葉については、私のほうから表現を変える

よう注意をいたしましたので、よろしくお願いします。 

                                             

〇議長（三田敏秋君） それでは次に、18番、長谷川孝君の一般質問を許します。 

  18番、長谷川孝君。 

          〔18番 長谷川 孝君登壇〕 

〇18番（長谷川 孝君） いろいろありましたけれども、私の一般質問を行います。２項目でありま

す。 

  １項目めは、ｗｉｔｈコロナに対応した元気あふれる活力あるまちを目指すことについて。新型

コロナウイルスによる感染拡大は全世界に及び、いまだ国内においても収束のめどが立たない状況

にあります。本市においても新しい生活様式の下、市民の日々の暮らしは不都合なことや不安なこ

とが交錯していますが、市民一丸となって元気あふれる活力あるまちに向けて歩みを進めていかな

ければなりません。これからは、ｗｉｔｈコロナにより社会環境が変わる中で、都会を離れ、田舎

で暮らす人たちが増えることが予想されます。このことをチャンスと捉え、交流・移住・関係人口

などの創出拡大、サテライトオフィスの誘致促進など、地方創生を絡めた有効な施策について市長

の考えをお伺いいたします。 

  ２項目めは、本市の子どもの貧困実態把握についてです。本市の未来を担う子どもたちは平等に

将来の夢の実現に向け大きく羽ばたいてほしいことから、本市の子どもの貧困状況についてお伺い

いたします。７月17日に厚生労働省から公表された国民生活基礎調査によりますと、18歳未満の子

どもの貧困率は13.5％と７人に１人が相対的貧困状況にあると言われています。本市の子どもの貧

困の実態について、学校教育課、こども課、福祉課、税務課など、それぞれの担当分野でどのよう

に捉えているのかお伺いいたします。なお、この実態把握の中で進めている有効な施策についても
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お伺いいたします。 

  以上でございます。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

          〔市長 高橋邦芳君登壇〕 

〇市長（高橋邦芳君） それでは、長谷川議員の２項目のご質問につきまして順次お答えをさせてい

ただきます。 

  最初に、１項目め、ｗｉｔｈコロナに対応した元気あふれる活力あるまちを目指すことについて

のｗｉｔｈコロナにより社会環境が変わる中で、都会を離れ、田舎で暮らす人たちが増えることが

予想されることをチャンスと捉え、交流・移住・関係人口などの創出拡大、サテライトオフィスの

誘致促進など、地方創生を絡めた有効な施策はとのお尋ねについてでございますが、コロナ禍にお

ける生活意識の変化については、本年６月に公表された内閣府の調査において、３大都市圏の居住

者で地方移住への関心が高くなった、やや高くなったと回答した人は回答者全体の15％となってお

ります。この傾向は若い世代に顕著であり、特に東京都区内に住む20代では35.4％と高い数字を示

しているところであります。こうした状況を踏まえ、地方暮らしへの意識の高まりといった好機を

逃すことなく、県や関係機関と連携しながら、移住促進や関係人口拡大のための施策を講じてまい

りたいと考えているところであります。 

  具体的な取組といたしましては、新潟県などが主催する移住希望者へのオンラインセミナーや相

談会へ積極的に参加し、情報発信を行うことや、空き家バンク事業及びむらかみファン倶楽部メー

ルマガジン事業のさらなる充実を図ってまいりたいと考えているところであります。また、地域ま

ちづくり協議会が主体となり、外部人材との地域活動を通じて本市との深い関係性を構築する関係

人口創出の取組も進められているところであります。本市では、昨年度総務省の関係人口創出・拡

大モデル事業として、山北地域と神林地域において、若者が地域に滞在し、農村の暮らしを体験す

る地域実践型インターンの受入れや、上海府地区ではまち歩きイベントを実施いたしており、参加

者の中には体験以降も継続して地域に関わるようになった方もいらっしゃいます。今後も国や新潟

県による地方創生の支援策を有効に活用し、地方暮らしのよさ、そして村上の魅力をＰＲし、人口

の流入拡大を促進しながら市全体の元気づくりに努めてまいりたいと考えているところでありま

す。 

  サテライトオフィスの誘致につきましては、コロナ禍にあって多くの事業者が地方回帰を模索し

ているところでありますので、本市におきましても、市内空き店舗等の利用も念頭に、現在ＩＴ企

業を中心とした幅広い事業の誘致活動を進めていくことといたしているところであります。その一

環といたしまして、本年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、直接参加型からオンラ

インセミナーへと変更となった新潟県主催の首都圏ＩＴ企業立地セミナーへ参加をし、参加企業か

らのアンケートによる進出意向や詳細説明希望の有無等について情報を得ることとしたところであ
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ります。 

  次に、２項目め、子どもの貧困の実態についてそれぞれの担当分野でどのように捉えているか、

またその実態把握の中で進めている有効な施策はとのお尋ねについてでございますが、子どもの貧

困率につきましては、令和元年に国民生活基礎調査として全国で約３万3,000世帯を対象に実施さ

れ、その結果が公表されているところであります。本市におきましても本調査の対象となった世帯

はあるものの、全国的な集計結果以外の数値については国からは公表されていないのが現状であり

ます。本市単独による子どもの貧困に関する実態調査は実施をいたしておりませんが、個々の相談

内容に応じて生活支援センターなどと連携を取りながら丁寧に対応をいたしているところでありま

す。 

  各担当分野での捉え方についてでございますが、ひとり親家庭等に対する生活支援について、児

童扶養手当の受給判定を行う上で所得の状況を確認をいたしておりますが、個々の生活状況や貧困

状況といった実態把握までは受給の判定に必要とされておりません。このことから、貧困率と同じ

ような見方とは言えませんが、令和２年４月８日現在で児童扶養手当申請世帯の約40％が150万円以

下の所得階層に属していることを把握をいたしております。ひとり親家庭が貧困に陥りやすい状況

にあると推察されるところであります。また、ひとり親家庭の場合、子育てと仕事の両立が難しい

状況が生じやすいこともあることから、支援の一つといたしまして、病児保育施設の利用料を半額

とするなど、利用しやすい環境づくりを行っているところであります。このほか就職に有利な資格

や安定した収入が期待できる資格の取得費用の一部補助、ひとり親家庭の経済的な自立支援、医療

費の助成など、子どもの貧困対策にもつながる施策を行っているところであります。生活困窮の相

談では、貧困の連鎖を防ぐため、生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業を実施しているほか、

奨学金についての情報提供を行っているところであります。また、納税相談の際には納税猶予や減

免制度についてお知らせすることや、世帯の収入、世帯構成、生活に必要な経費などをお聞きしな

がら納税計画を立てていただくなど、生活支援を行っているところであります。 

  ご承知のとおり、昨年度子どもの貧困対策の推進に関する法律が改正され、市町村における子ど

もの貧困対策についての計画策定に努めるよう規定されたところであります。先日の上村議員の一

般質問でもお答えいたしましたが、本市におきましても現状把握や課題の整理のため、実態調査や

ニーズ調査などを行い、本市の関連計画との調整を図りながら、効果的な施策の展開ができるよう

早急に計画策定に取り組んでまいりたいと考えているところであります。また、困窮世帯を支える

事業や団体として、子ども食堂やフードバンクがありますので、本市といたしましても市報やホー

ムページ等で事業ＰＲについて協力をしてまいりたいと考えているところであります。 

  学校教育課の所管する部分につきましては、教育長より答弁をいたさせます。 

  私から以上であります。 

〇議長（三田敏秋君） 教育長。 
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〇教育長（遠藤友春君） それでは、長谷川議員の２項目め、子どもの貧困の実態把握についての本

市の子どもの貧困の実態についてどのように捉えているか、またその実態把握の中で進めている有

効な施策はとのお尋ねについてでございますが、市長答弁にもございましたが、本市単独による子

どもの貧困に関する実態調査の実施には至っておりませんが、教育委員会では経済的理由により就

学困難な児童生徒の保護者等に対し就学援助制度を行っております。全児童生徒数に対する要保護

・準要保護世帯の児童生徒数の割合は、少しずつではありますが、増加傾向にあります。就学援助

制度は子どもの教育を受ける権利を保障する制度であり、今後も周知に努めてまいりたいと考えて

おります。また、就学援助制度の周知とともに、学校教職員による観察や福祉部門との連携を図り、

児童生徒一人一人の状況把握に努め、寄り添った対策を講じてまいりたいと考えております。 

  私のほうからは以上でございます。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） 一通り答弁いただきました。ありがとうございます。１項目めから再質問

を行わせていただきます。 

  市長にちょっとお聞きしたいのですが、市長が１回目の市長選をやられたのが平成27年ですよね。

そのときに地方創生というのは多分３月31日から始まったのではないかというふうに思っているの

です。それで、まち・ひと・しごと創生総合戦略プランとか、そういうのを立てたというのがたし

か平成27年だったと思います。そのときに国の組織、機関を、地方に人の流れをつくるということ

で、新潟県でも新潟市、南魚沼市、そして燕市と三条市、この３か所にたしか国の独立法人、それ

を誘致するということをやったと私は記憶しているのです。ところが、新潟県のその３つとも駄目

でした。それで、今国の組織、機関が実際物になりそうだというのは、京都府の文化庁、そして徳

島県の消費者庁の一部、この２つだけが一応移転するということにはなっているのですが、東京一

極主義を緩和するために、いろいろなところで独立法人とか、そういう省庁のうちのもう少し小さ

い部分を地方のほうに移したいという政策が地方創生の目玉だったはずなのに、全然それが新潟県

では活用されなかったということが調べたら出てきたのですが、その中で新潟県が実際今年の元旦、

１月１日の人口減少がたしか２万5,000人ぐらい減っていると。それで、自然減少で減るというのは

まだあれですけれども、社会減少で一番減っているのが残念ながら新潟県だったのです。それで、

社会減少で減るということは、若い人たちが都会のほうに流れる、転出して、転入が少ないという

ことが社会減少ですので、その面を含めまして、市長が６年近く市長をやられているわけなのです

が、新潟県の知事とか、それから全国市長会とかで、地方に人の流れを持ってくるには国のやはり

そういうような機関を地方に移してもらいたいというようなことを発信したような、実際そういう

ようなことがアクションとしてあったのかどうか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 直接国の省庁を中心にして拠点を、いわゆる民間であれば本社機能をしっか
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りと移転をさせるというようなところ、国の政策としてそういう大きな柱立てはあったのですけれ

ども、具体的なものがなかなか見えてこなかったということで、現在文化庁の移転についても種々

事由によって遅れているというような状況がありますよね。その結果、確かに理論としては分かる

のだけれども、現実問題なかなか中央省庁が地方に拠点を移すということは難しいよねという状況

だと思います。その中で、大きな立てつけの中でそういう議論はさせてもらいましたけれども、直

接ピンポイントにこの省庁であったり、この機能をというところまでのところは、いろいろ私も政

務三役とお会いをさせていただく中でお話しする機会がありました。官房長官とのお話の中で、私

どもの強みである農林水産業があるわけでありますので、例えば農林水産省の一部機能をというよ

うな話を言葉の中でしたことはありますけれども、厳密に制度設計をして取り組んだということは

ありません。ただ、１点、最近、議員ご承知のとおり、災害が激甚化しています。今回のコロナウ

イルス感染症対策でも、保健所の統廃合が進んだことによって、なかなかきめ細かな感染症対策が

届いていかないという実態が今顕在化しているわけでありますけれども、それと同時に国土交通省

の出先機関の人員の削減とか事務所の統廃合とかで、どんどん、どんどんそれが縮小されているこ

とによって災害のリスクが高まっているというふうなところに速やかに対応することができない状

況があるよということは、これは積極的に国の今ある機関をさらに増強してくれと、一時それを撤

退するというような議論もあったものですから、それはまずやめていただいて、加えてそこを増強

していくべきだということは積極的に取り組んできたというこれまでの経験があります。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） コロナでもって東京の人口も転出のほうにシフトしてきているとか、それ

から今市長が言われたように、大きい災害があったら大変だから、リスクをある程度避けてという

ようなことを含めて、やはりこれから東京だけに一極集中するというのは日本にとって私はマイナ

スなのではないかというふうに思っているのです。ですから、その中で何とか新潟県も社会減ばか

りがメインにならないで、転入してくるような形を取りたいなというふうに思っているのですが、

ネガティブな話ばかりしていればさっきの１番の表題にならないので、ここでちょっと夢のある話

をさせてもらいたいというふうに思っているのですが、実は８月の31日の日のＮＨＫで23時35分か

ら23時50分、これちょっと短かったので、15分ぐらいだったのですけれども、「時論公論」という

番組がありまして、そこで「なるか一極集中是正～アフターコロナ社会への課題～」というので、

私ちょっと気になったので、いろいろ見せてもらいました。その中でさっき市長答弁のありました

ように、地方への関心が特に東京の若者に広がっていると。特に20代、30代の35％が地方に移住し

たいという、その関心を持っているということは、非常にこれから楽しみな面があるのでないかな

というふうに思うのです。ということは、今の20代、30代というのは企業があるから、村上市に仮

に働くところがあって移ってくるというよりも、やはり一生のうちの一つとして自分で何かやりた

いとか、そういうアクションを起こす人というのが結構多くて、ＳＮＳとかでバズるという言葉が
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あるように、自分で何か表現したりして、それで共感を得ようというのが物すごく多いのでないか

なというふうな感じがしております。 

  そこで、人とふるさとをつなげるというので、この特集やったのがふるさと回帰支援センターと

いう有楽町にあるＮＰＯ法人なのですが、これをちょっと調べさせてもらいましたら、新潟県は入

っていて、あと県内の30市町村のうち15市町村がここに加盟しているのだけれども、村上市がない

のです、実はふるさと回帰支援センターというところに。担当どなたなのだか知らないけれども、

この話聞いたことないですか。ふるさと回帰支援センター。 

〇議長（三田敏秋君） 自治振興課長。 

〇自治振興課長（渡辺律子君） こちらのほうにつきましては、先ほどの河村議員の質問にもありま

したけれども、移住相談を行っておりますので、そちらにうちの情報もお願いしまして、新潟県と

いうことであればうちも相談していただくというような体制にはなっております。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） ということは、新潟県のくくりの中に、加盟料５万円払わないで、新潟県

で利用しているということなの。ほかのところは、例えば胎内市とか新発田市とかみんな入ってい

る。関川村も入っています。村上市がないというのは加盟していないというふうに理解していいの

でしょうということ。 

〇議長（三田敏秋君） 自治振興課長。 

〇自治振興課長（渡辺律子君） その辺の、今現在村上市としましてはそういうふうな形で移住の情

報も提供していただくということでしておりますが、そのほか、申し訳ございません、加盟により

ましてどういったような特典といいますか、そういったものがあるかにつきましては、すみません、

今ちょっと把握しておりません。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） では、有楽町で今までに新潟県を通してふるさと回帰支援センターで村上

市に来てくれとかという、そういうような話みたいなことはやったことがあるというふうに理解し

ていいわけですか。 

〇議長（三田敏秋君） 自治振興課長。 

〇自治振興課長（渡辺律子君） それぞれの自治体で直接そちらに行って、日にちを決めて移住の相

談というのは行っているようですが、村上市として直接そちらでそういったものを今開催したこと

はございません。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） 市長、それで５万円が高いか安いかは別にして、せっかくここにアンケー

トも新潟県が非常にこれに加盟している若者が多いのです。５万円払ってちょっとやってみません

か。オンラインとかいろいろな形で誘致するとか、そういうようないろいろなことができるみたい
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なので。どうでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 早速研究させていただきたいというふうに思っております。アンテナを高く

いろんな方向に立てていくということは大切であります。これはどの自治体も今そういう形でどん

と動き出すわけでありますので、その中でしっかりと村上市らしさをアピールしながら、そこから

やっぱり移住を選択してもらう、先ほど申し上げましたとおり、自らそこを選んで移住していただ

く方に対するアピールというのは、非常にこれは重要な視点だと思いますので、いろいろなアンテ

ナをつくっていくように努力をしていきたいというふうに思っております。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） このセンター利用者の年代というのが一番20代と30代が多いということで、

決して高齢者が来ては困るというわけではないのだけれども、やっぱりある程度いろいろこれから

やってみたいというようなことを、この自然豊かな中でやってみたいというような若者に来てもら

うというのは一つのすごく村上市にとっては有望な産業に結びつく可能性も含んでいるということ

を理解してもらって、ぜひとも検討していただきたいというふうに思います。 

  それと、民間の企業も最近確かにコロナを含めてオンラインとかウェブでもって仕事ができると

いうことで、この前新聞にも出ていましたように、パソナという4,600人ぐらいの会社なのだけれど

も、これ淡路島のほうに本社機能を全部移すということで非常にニュースになっていました。確か

にこれからのインターネットとかを使える世の中になれば、決して淡路島だからって全世界相手に

仕事ができないというのではないのだと、それぐらいやっぱりパソナという人材派遣会社はそうい

うようなことを踏まえて、それからリスクの分散を考えていっているというようなことを含めます

と、村上市にもサテライトオフィスの一つぐらい何か引っ張ってくれば可能性というのは物すごく

あるのではないかというふうに思います。ですから、私、先ほど市長が答弁していただきましたよ

うに、町屋にそういうＩＴの企業とかが一緒になって融合してまちづくりをやるとかというのも一

つのやり方なのではないかなというふうに思っているのです。 

  そこで、副市長が非常に人気あって、おとといから副市長に答弁求められているので、あれなの

ですけれども、農業とか林業で、林業はちょっとあれですけれども、農業だとやはり無人で耕すと

かという時代もそろそろ来そうだというような状況で、そうすると今の仕事配分の半分ぐらいの労

力で何とかなるのでないかとなれば、農業のほかにいろいろなこともできるのでないかという人が、

例えば若者がこの村上市に来る可能性も含んでいるのではないかと、私は想像でしかないから、農

業やったことないから、分かりませんけれども、そういうのを含んだ中で、何とかＩＴ農業みたい

なものが将来的に考えられないものなのかということをちょっとお聞きしたいのですけれども、ど

うでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 副市長。 
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〇副市長（忠  聡君） 今農業分野でもスマート農業という形でＩＴ化がどんどん、どんどん進ん

でおります。これは、条件のいい平場だけではなくて、中山間地であってもこの技術を活用するこ

とによって、残念ながら農業従事者が減っていく、その人的な労力減を補うための効果もあって技

術開発が進んでいるという状況はございます。議員が今ご指摘されましたように、そうなるとわざ

わざ圃場に行かなくても例えば水の管理が可能になるとか、あるいは集計したデータを生かしてさ

らにより品質の高い、あるいは収量性の高い農作物を生産するということにもつながりますので、

十分その可能性はあるのかなというふうに思います。そういったことを考えますと、やっぱりこれ

から新たな視点で農業を見詰める、そしてその技術をさらにそこへ生かしていくという余地は十分

考えられますし、付加価値の向上ということを私先ほどの答弁にも申し上げましたけれども、より

質の高いものをそこに求めていくとすれば、まだその余地は十分にあるのではないかなというふう

に考えてございます。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） 何とかいろいろな工夫をしながらいろいろなことに若者がチャレンジでき

るような村上市であっていただければなというふうに思っておりますので、その辺を含めて考えて

いただきたい。 

  それとあと、また言葉が先に出てあれなのですけれども、関係人口というのは、今逆参勤交代と

いうので、そういうようなキャリアを持っている人たちをこっちのほうに来てもらって、それで産

業興しとか企業起こしとかをやってもらいたいというような形のものもできてくるのでないかとい

うようなことが言われておりますので、そういうのを含めてぜひともよろしくお願いしたいと思っ

ております。 

  それと、すぐに有効な施策なんていうのは、神様でもあるまいし、そんな簡単にはできないと私

は思うのです。ですけれども、私が一番この村上市でこの前市長がやった新型コロナの中で、こう

いうのを続けていくことによって、村上市を出た若者がやっぱり村上市のことを考えて、将来は村

上のために役立ちたいとか、それから村上市に帰ってきて何かやりたいとかというのを感じさせた

というのは、やっぱり村上市出身学生へのふるさと応援プロジェクト、この第１弾がそうでした。

第２弾が新潟むらかみ学生応援便あなたにまごころ届け隊。ホームページ見て検索したのだけれど

も、第１弾のやつのコメントを引っ張り出したのだけれども、載っていないのだよね。それで、第

２弾が受付件数506件に対して211人も二十歳前後の若者がコメントしているのだよね、村上市のホ

ームページに。これは私非常に村上将来明るくなるのでないかというのの本当の、長い目で見ての

話ですよ、これは。すぐ効果あるなんていうことはないかもしれないけれども、長い目で見るとこ

ういうことの積み重ねがやっぱり村上市というものの、将来持続可能な村上市になるのではないか

というふうに思っているのですが、市長、どのように考えますか。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 
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〇市長（高橋邦芳君） まさに今回の学生応援のスキームでやったこの事業なのですけれども、職員

提案でぜひ村上のふるさと応援寄附金の返礼品をチョイスする、そのエンジンを使ってやったら多

分、一律にやるのもオーケーなのですけれども、機動力ありますので。ただ、子どもたちがやっぱ

り欲しいもの、また自分が感じる村上というものを選択するというのを自粛期間に味わってもらっ

たほうがいいのではないかと、まさにやはり今世代の職員の感覚だなということで、ではぜひやろ

うということでスタートしたのですけれども、コメントを見て本当に涙が出てくるぐらいにうれし

かったです。そういった思いが１つ、２つと重なることによってふるさと、郷土に対するやはり誇

りであったり、思いであったり、そういうものが確実に子どもたちの中に植え付けられるのだろう

と思います。平時のときには忘れます。そんなこともあったねと、思い起こせばそういうこともあ

ったねですけれども、そのやっぱり記憶が大切だろうというふうに思っております。今議員ご指摘

のとおり、それがすぐに形になるかというところは時間のかかることだろうと思いますけれども、

この村上をふるさととする子どもたちがそういう意識を持った中で成長していくということは非常

に重要だと思っておりますので、姿形は変わるかもしれませんけれども、今後引き続きまたこうい

うふうな取組ってやっていきたいねということはプロジェクトチームの中でも議論させていただい

ておりますので、しっかりと制度につなげていきたいというふうに思っております。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） ぜひとも、１年に１遍でもいいですから、続けていっていただきたいなと

いうふうに思っております。 

  次に、２項目めの子どもの貧困実態把握についてなのですが、まず１つ教育長にちょっとお聞き

したいのですが、学校でこの子御飯食べているのかなとかという子が仮にいた場合に、その子の相

談に乗るとかというのは、どういう人たちがその役割をするのでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 教育長。 

〇教育長（遠藤友春君） 自分の経験からいいますと、学級担任、そして養護教諭等がまず親身にな

って相談に乗って、必要に応じて親にも対応していくことになると記憶しております。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） それで、これも総合教育会議か何かできたのが平成27年ぐらいでしたよね、

たしかできたの。そのときに福祉の専門家のスクールソーシャルワーカーの配置とかというのがあ

るのですが、村上市に例えばそういうような福祉の専門的な学校のスクールソーシャルワーカーと

いうのの配置というのはしていますか。 

〇議長（三田敏秋君） 教育長。 

〇教育長（遠藤友春君） 残念ながら村上市教育委員会には配置はしておりません。下越教育事務所、

教育事務所単位で県が配置しておりますので、必要に応じて活用できるようにしております。たく

さん活用しております。 
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〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） この前、８月の４日に我々の市民厚生常任委員会と家庭教育支援チーム６

団体との意見交換会やったときに、そこのメンバーの人たちが学校からの依頼とかでもって相談相

手になっているというのですが、この人たちの役割というのはどういう役割なのですか。 

〇議長（三田敏秋君） 教育長。 

〇教育長（遠藤友春君） 家庭教育支援チーム、私も具体的にどのように関わっているのか分からな

いのですけれども、いろんな福祉的なこと、それから虐待的なこととか、学校側等が相談に乗るよ

うな、または親御さんがいろいろ経済的な理由等で困っているときに相談するような、支援を求め

るようなチームなのではないかと捉えております。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） 文部科学省から認定されている村上市の家庭教育支援チームというのを教

育長分からないというのもまた変な話なのだけれども、結局その人たちが学校から相談を受けて、

家庭の親御さんとかと話合いをしていると。だけれども、例えば経済支援だけの問題ではなくて、

親自体が子どもをお風呂に１週間入れないとか、着替えも１週間させないというような現状がある

ということを我々が市民厚生常任委員会でお聞きしたときに、ではこれは横のつながりどうなって

いるのかなというのが分からないので、今日教育長にお聞きしたのですけれども、教育長もちょっ

と分からないとなれば。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 家庭教育支援チームにつきましては、私は幾つかの、今議員がお話しになり

ました６団体のうちの一部ですけれども、合っているかな、そういう方たちと様々な議論を通じて、

やはりいろんな課題とかそういうものを、課題のレベルが違うので、それを一つ一つ丁寧にやって

いくためにはそれぞれの団体が取り組んでいるいろんなものを融合させていったほうがいいのでは

ないかということで、福祉課を中心にして家庭教育支援チームというものの立てつけを〔質問終了

時間10分前の予告ブザーあり〕こさえてもらいました。その中で教員の免許を持っていらっしゃる

方とか、これまでの経験を踏まえる中で、学校に居場所がない子どもたちを集めて御飯を提供して、

そこで居場所をつくったりとか、さらにはそれを学習につなげていくというようなことの取組をし

てもらっています。市としてそこの行政としてできるところはしっかり担っていく。それと、皆さ

んが、各団体ができることについてはそれを積極的に展開してもらう。その際に市の様々な施設を

活用してもらってやるとか、空き施設を拠点として使っていただいているところもあるわけであり

ますので、そういったことを、なかなかそういうふうなところに、手が届かないところにしっかり

と届けられるような組織立てとしてやっていきたいということでつくりました。加えて、学校現場

でソーシャルワーカーが必要なところについては連携をしてくれということで私も指示を出してお

りますので、そういう意味で学校から直接そこに連絡をしていただいて、それで当該子どものフォ



 - 230 - 

ローをしていただくというふうなところにつなげていっているというところであります。全部つま

びらかに承知しているわけではないですけれども、そういう形で今進んでいるというところであり

ます。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） それで、こども課長とかともいろいろ話ししたのだけれども、やっぱり村

上市も実態調査をやるというふうに市長答弁もあったし、７月の14日でこども課との我々の委員会

の聞き取り調査のときも実態調査をやらなければ駄目なのでないかというようなことだったので、

実態調査のやり方なのですが、一人一人例えば子どもとか親御さんに聞き取り調査するというのも

大変だろうなというふうに思っているので、私は何で税務課とかというのもこの質問書の中に入れ

たかといいますと、子ども家庭全世帯ではなくてもいいのだけれども、子ども世帯の相対的貧困率

というのを村上市のやつだけ出すというやり方ができると思うのです。ということは、これ出すに

は市民課の住民基本台帳データと税務課のデータ、そして福祉課とこども課の児童手当、児童扶養

手当、生活保護データ、これらを含めて、問題なのは個人情報が特定できないように加工した上で

やろうとすればできるのでないかと私は思うのですが、そういうようなやり方で一回村上市の、日

本全国の平均値が13.5％なのだけれども、村上って一体どうなのだというのをランダム式で個人情

報を特定できない、通し番号でつくって一回やってみて、その実態調査の上でこれからの施策をい

ろいろ考えたほうが私はいいと思うのですけれども、市長、どうでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 大変有効な手法なのではないかなと私自身も思っています。実際に子どもの

児童扶養手当給付世帯というのは市全体で500世帯ないわけです。先ほど私ご答弁で申し上げました

とおり、そのうちの40％が150万円以下の年収の世帯である。それ計算しますと190世帯以下になる

わけでありますから、ピンポイントで、それぞれの世帯のご事情もありますので、そこは丁寧にや

らないと駄目でありますけれども、プライバシーの保護を含めて。目で見て分かる範囲で全部確認

は取れるのかなというふうに思っています。それと同時に市全体の中で、今子どもたちがいるわけ

でありまして、その子どもを持つ世帯全体を統計として取るときに、調査するときに、全世帯であ

ればいいのでしょうけれども、なかなかそれぞれのものもありますので、統計法で今有益な方法あ

るので、そういう形のものをやる。届くところにはしっかりとしたきめの細かい、実態に近い状態

を、〔質問終了時間５分前の予告ブザーあり〕そうすると先ほどの家庭教育支援チームとのリンク

もできると思いますので、それもやりながら全体としてのものをやっていく、そういうふうな手法

でニーズ調査はやるべきなのではないかなと私も常々思っています。そうしたことを踏まえて、今

企画財政を中心として若手の職員のほうで計画を策定する際の基本指針と申しますか、いろんな形

で計画をいっぱいつくりますけれども、そういうところで非常にいいガイドラインをつくっていた

だきましたので、それを参考にすると、今まさに議員がおっしゃっているような部分というのを顕
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在化させることができるのかなと思っていますので、そこはしっかりいただいたご意見を踏まえて

対応していきたいというふうに思っています。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） これ市長はやってみたらという話なのだけれども、問題は個人情報保護審

査会とか通さなければ駄目なのでないかなと私は思うのだけれども、どんなものなのですか。 

〇議長（三田敏秋君） 総務課長。 

〇総務課長（竹内和広君） 確かに個人情報には十分配慮しなければなりませんけれども、統計デー

タの取り方等はちょっと研究が要るかなと。今ここで審査会が要るかどうかという判断は、答弁は

ちょっと差し控えさせていただきたいと思います。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） ぜひとも検討して、今までの、例えば私どもが一般質問等をした場合に、

やっぱり実態調査というのを所管だけでやるとかということになると限界があるような気がするの

です。それで、くくりが例えば子どもの貧困率とか、子どもの貧困を解消するにはどうしなければ

駄目だというふうになると、幾つもの課がまとまって考えていかなければ駄目な問題でないかなと

私は思うので、その辺を含んで、やっぱり今回そういうようなやり方をやってみるというのもあり

なのでないかなというふうに思いますので、特に教育の根本というのは何なのだという、私あまり

頭いいほうでないから、あまり勉強もしなかったほうなのだけれども、一番思うのは困ったとき、

そして非常にマイナス思考になったとき、そういうときに正常な思考を取れるかどうかというのは

やっぱり相当大きいものがあるのではないかなと思います。ですから、子どもが負の連鎖で、親が

貧乏だからとか、貧困だから、子どもも貧困でなければ駄目なのだというふうなものではなくて、

子どもには何でもチャレンジして将来に向かって頑張ってもらいたいというような気持ちを教育の

場で示すのには、やっぱり村上市はこういうような対策をきちんとやるのだと、そういうことが大

事なのではないかなというふうに私は思うのですが、最後に教育長から一言お願いします。 

〇議長（三田敏秋君） 教育長。 

〇教育長（遠藤友春君） 本当に教育の機会均等、貧困の度合いによって教育を受ける権利、差があ

ってはいけませんので、まず本当に子どもたちの実態を常日頃から学校、教育委員会よく見定めて

必要な支援をしていかなければならないのだと思います。今後ともいろんな関係機関と連携しなが

らそういう把握にまず努めてまいりたいと思います。 

〇議長（三田敏秋君） 長谷川孝君。 

〇18番（長谷川 孝君） 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

〇議長（三田敏秋君） これで長谷川孝君の一般質問を終わります。 

  午後３時35分まで休憩といたします。 

          午後 ３時２１分  休 憩 
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          午後 ３時３４分  開 議 

〇議長（三田敏秋君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

                                             

〇議長（三田敏秋君） 最後に、３番、富樫雅男君の一般質問を許します。 

  ３番、富樫雅男君。（拍手） 

          〔３番 富樫雅男君登壇〕 

〇３番（富樫雅男君） 公明党の富樫雅男です。最後になりましたが、議長のお許しをいただきまし

たので、２点一般質問させていただきます。 

  １点目は、新型コロナウイルス感染症に対する医療体制についてです。市民の皆様の感染防止の

取組によって、幸い村上市内では感染者が発生していませんが、全国的には深刻な状況が続いてお

り、今後冬場のさらなる感染拡大も予想され、市民の皆様は不安な毎日を過ごされております。そ

こで、市の医療体制についてお伺いいたします。 

  ①、新発田市に７月末に設置されたＰＣＲ検査センターでは新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠

町の住民の方が対象と新潟日報などで報道されております。村上市、関川村の場合は新発田市に設

置されたＰＣＲ検査センターでの検査対象かお伺いいたします。 

  ②、市内のＰＣＲ検査センター設置のお考えをお伺いします。 

  ③、感染者が出た場合を想定した療養・入院施設の確保についてお伺いいたします。 

  ２項目めですけれども、市役所窓口での各種申請手続についてです。市役所の窓口でのいろいろ

な申請手続は非常に多岐にわたっており、市民の皆様の負担も大きく、時にはトラブルも起こって

いると聞いております。各種申請手続をスムーズにするための取組についてお伺いいたします。 

  ①、内閣官房ＩＴ総合戦略室では、今年５月におくやみコーナー設置ガイドラインを発表し、さ

らにおくやみコーナー設置自治体支援ナビを提供しております。採用に向けた市の具体的な取組に

ついてお伺いします。 

  ②、市役所の手続全般のシステム化が実現すれば大幅な効率化を図れますが、市長のお考えをお

伺いいたします。 

  ③、第２次村上市総合計画のＩＣＴ・情報化の整備推進の中で、庁内情報システム全体について

クラウドサービスを利用したものにするとの政策方針が打ち出されておりますが、進捗状況と今後

の取組についてお伺いします。 

  市長からご答弁いただいた後、再質問させていただきます。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

          〔市長 高橋邦芳君登壇〕 

〇市長（高橋邦芳君） それでは、富樫議員の２項目のご質問につきまして順次お答えをさせていた
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だきます。 

  最初に、１項目め、新型コロナウイルス感染症に対する医療体制についての１点目、村上市、関

川村の場合は新発田市に設置されたＰＣＲ検査センターでの検査対象かとのお尋ねについてでござ

いますが、７月21日、新潟県医療調整本部から報道発表されました新発田市内に設置の地域外来・

検査センターは、保健所の帰国者・接触者相談センターを経由しなくても医師の判断により幅広く

検査できるよう、地域の医師会などが運営する発熱外来、ＰＣＲ検査センターとして新潟県の委託

を受け設置されたものであります。そのため、村上市民でありましても、かかりつけ医の先生が新

発田北蒲原医師会会員の医療機関の場合、その医療機関を受診し、ＰＣＲ検査が必要であると判断

された場合に検査の対象となることもあり得ると新発田保健所からお聞きをいたしているところで

あります。 

  次に、２点目、市内でのＰＣＲ検査センター設置の考えはとのお尋ねについてでございますが、

令和２年第２回定例会において稲葉議員の一般質問でもお答えをいたしましたが、ＰＣＲ検査につ

きましては、村上保健所管内の医師が新型コロナウイルス感染症を疑う場合、疑似症患者発生届を

村上保健所に提出するとともに、当該医師が検体採取に協力できる場合に行政検査として行ってい

るところであります。こうした協力のできる医療機関が増えていると伺っておりますので、現在の

ところ、センター方式で１か所に集約するよりは、身近な医療機関で検体採取を行うことができ、

市民の皆様にとって検査を受けやすい体制になっているものと認識をいたしているところでありま

す。今後は、村上保健所管内における感染の状況等を見極めながら、必要なときに備えた準備とし

て、地域外来・検査センターの準備については村上保健所と村上市岩船郡医師会による話合いが行

われているところであります。 

  次に、３点目、感染者が出た場合を想定した療養・入院施設の確保はとのお尋ねについてでござ

いますが、感染が拡大した場合に備えた入院医療体制や軽症者宿泊療養施設の整備状況につきまし

ては、新潟県が３月に設置をいたしました新潟県医療調整本部により公表されているところであり

ます。９月２日現在、県内医療機関の協力の下、入院可能病床を456床、軽症者の療養を行う宿泊施

設が176室確保されており、国による県内ピーク時の患者数を上回る数の療養・入院施設は確保され

ているものと認識をいたしているところであります。その上で市民の皆様には引き続きマスク、手

洗いなどの感染予防対策と併せ、新しい生活様式の実践に努めていただきますよう改めて申し上げ

る次第であります。 

  次に、２項目め、市役所窓口での各種申請手続についての１点目、国が提供するおくやみコーナ

ー設置自治体支援ナビの採用に向けた市の具体的な取組はとのお尋ねについてでございますが、お

くやみコーナーの設置につきましては、死亡後の手続がワンストップで行えることから、手続に来

られたご遺族の方等の負担軽減につながるものと考えているところであります。国が示したおくや

みコーナー設置ガイドラインでは、おくやみコーナーに配置される職員においては制度・手続への
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幅広い知識が求められること、また開設に当たってはプライバシーを確保できる場所に設定するこ

となどが求められておりますので、既におくやみコーナーを設置している自治体の例を参考にしな

がらおくやみコーナーの設置及び自治体支援ナビの導入について研究をいたしてまいりたいと考え

ているところであります。現在本庁の窓口では、死亡届の提出時に手続の一覧を作成してお渡しを

し、１つの手続が終了するごとに次の窓口へご案内をいたしております。後日手続をされる方につ

きましては、お渡しをいたしました一覧をご持参の上来庁されるようお願いをいたしているところ

であります。できるだけ手続に来られた方の負担を軽減し、手続がより円滑に進められるよう、引

き続き事務改善に努めてまいります。なお、各支所におきましては、市民生活室の窓口で届出に来

られた方が移動することなく各種手続をすることができるよう対応をいたしているところでありま

す。 

  次に、２点目、市役所の手続全般のシステム化が実現すれば大幅な効率化が図られると思うが、

どのように考えているかとのお尋ねについてでございますが、行政手続におけるオンライン化につ

きましては、必要なサービスが時間と場所を問わずそれぞれのニーズに対して最適な形で受けられ

るなど、市民の利便性の向上が見込まれ、行政事務の効率化を図る上でも有用な手段であると考え

ているところであります。令和元年にデジタル手続法が施行され、国の行政手続についてはオンラ

イン化が原則とされ、地方公共団体においてもオンライン化が努力義務となったことを踏まえ、優

先順位や実現可能性を考慮し、段階的に取り組んでまいりたいと考えているところであります。 

  次に、３点目、庁内情報システムのクラウド化の進捗状況と今後の取組についてはとのお尋ねに

ついてでございますが、庁内情報システムのうち内部情報系システムにつきましては、平成26年３

月からクラウド化を実施しており、システム障害に対する迅速な対応、災害等への対策の強化、セ

キュリティーの強靱化を図ってまいりました。また、住民情報等を利用する基幹系システムにつき

ましても、平成30年１月からデータセンターを利用した運用を図っており、同等の対策を講じてい

るところであります。今後につきましては、いずれのシステムも現状の運用を継続する中で他自治

体とのクラウド共同利用も視野に入れながら、運用コストの削減、さらなる情報セキュリティーの

強化及び災害時における業務の継続性の確保を踏まえたシステムを構築してまいることといたして

おります。 

  以上であります。 

〇議長（三田敏秋君） 富樫雅男君。 

〇３番（富樫雅男君） どうもご丁寧なご説明ありがとうございました。最初のコロナウイルス感染

症の医療体制ですけれども、瀬波温泉なんか私もちょこちょこ車で通って、どういうナンバーの車

かなんて見ているのですけれども、北関東などの県外の車が結構多くおられます。今後東京都のＧ

ｏ Ｔｏ キャンペーンが解除になることも予想されますし、観光施設の従業員の方からも本当に

非常に不安だという声もお聞きしております。また、医療機関や介護施設で従事されている方につ
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いてもＰＣＲ検査を行って、安心できる体制を整えていくということは非常に重要なことではない

かなと考えております。また、そういうふうに多くの市民の方からもご要望をいただいております。

そこで、１つには市内の方でＰＣＲ検査を受けた方どの程度いらっしゃるのか、また先ほどの市長

のお話だと何か所かで検体採取もできるということでしたけれども、差し支えなければ地区別に何

か所あるかとか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（三田敏秋君） 保健医療課長。 

〇保健医療課長（信田和子君） まず初めに、協力できる医療機関についてでございますけれども、

こちらにつきましては帰国者・接触者外来と同様、公表をいたしていないということでございまし

たので、私どもも数も含めてどのぐらいの医療機関が協力していただけているのかというところは

知り得ない情報となっております。また、同様に検査の実施の管内の件数でございますけれども、

こちらにつきましても県において保健所管内の個別の報道はしないということでお聞きしておりま

したので、お答えすることはできませんので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（三田敏秋君） 富樫雅男君。 

〇３番（富樫雅男君） 了解いたしました。なかなかそういう情報まで出せないということも、逆に

何か所ありますよと言っていただいたほうが市民の皆様は安心するのではないかなという考えもあ

りますけれども、仕方ありませんね。今までの検査実施人数もまずいということですか。 

〇議長（三田敏秋君） 保健医療課長。 

〇保健医療課長（信田和子君） はい、そちらにつきましても控えさせていただきたいということで

保健所のほうから聞いております。 

〇議長（三田敏秋君） 富樫雅男君。 

〇３番（富樫雅男君） 現在は、発熱などの症状が出た方は保健所の帰国者・接触者相談センターに

相談して指示を仰ぐということになっているのですけれども、厚生労働省のほうからまずは近くの

かかりつけ医に直接電話して診察をしてもらうなり、検査や診察ができる医療機関を紹介してもら

えるように、各都道府県が10月中に体制をつくるようにという通知をしているようです。まだこれ

は県のほうから具体的なこれから動きが出てくるのかもしれませんけれども、また政府のほうは、

これたしか５月か６月だったと思うのですけれども、30分という短時間で検査ができて、保険が適

用され、検査費はたった6,000円で済むという非常に安い簡易型の抗原検査を保険適用にしておりま

す。最近も政府のほうから１日20万件このキットを使って検査できる体制にするというふうに政府

が表明しております。メーカーも十分供給体制もそろっているというふうになっております。こう

いう政策というのは、これからインフルエンザも併せて流行するということで、保健所のほうもぱ

んぱんになってしまう可能性がある。そこら辺も視野に入れて医療体制を整えておく必要があるの

だということなのだと思います。先ほど稲葉議員のほうからもありましたけれども、県内では既に

新潟市、長岡市、柏崎市、それと十日町には２か所、それと新津、三条、南魚沼、その後７月末に
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新発田市ができて、つい最近上越市にも検査センターできまして、開設が10か所になっております。

いずれも県との協議、地元の医師会の皆様のご協力がなければなかなかこれは進まないものだと思

います。新発田市の検査センターも行政サイド、当然県を含めた、それと新発田北蒲原医師会とが

かなり協議した結果、ようやく開設にこぎ着けることができたという話も聞いております。市内で

のこういう検査センターの設置について、市長のほうも恐らく県や地元医師会の方とも相談もされ

ているのだと思うのですけれども、関川村も巻き込んだ具体的な協議なんかも今まで進められてお

りますでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） かなり早いタイミングだったと思うのですけれども、花角知事から直接お話

しいただきまして、今ＰＣＲ検査センターを地元の、これはどうしても受皿が地元の医師会になり

ますので、県が全てしつらえるということではなくて、地元の医師会の先生方が交代でやられるわ

けでありますので、そういうふうな形で進めていこうとしているが、村上市の考えはどうだという

ことを直接お話しいただきまして、早速地元の医師会の先生方も含めてその辺、保健所も含めて協

議をさせていただきました。その結果、今それぞれの医療機関でそういう形で対応しているので、

我が管内においてはそのほうがいいだろうというご判断が医師会、保健所のほうであったというこ

とであります。ですから、今この管内にはセンターが設置されていない。ただ、センターの設置に

向けてはこれまでも村上保健所、さらには医師会との協議はずっと継続しています。こうした場合

についてはこうしていこうという立てつけはできているわけであります。それと、そういう意味に

おきまして、それがきちんと機能をしていくためには、先ほど医療機関、なかなか公表できないの

ですけれども、もしそれを公表してしまいますと、一般外来、一般診療の皆さんも全部そこに行か

なくなります。そういったことも避けなければならないというようなことで保健所のほうから出て

こないのだろうということで、残念ながら私自身も承知をしておりませんし、件数も同様、ああ、

村上市これだけ出ているのだとか、全然出ていないのだとかということが風評として独り歩きする

とこれは非常にまずいという県のご判断でそれが公表されていないということでありますので、そ

の辺りも併せてご理解いただきたいと思っております。 

〇議長（三田敏秋君） 富樫雅男君。 

〇３番（富樫雅男君） 了解いたしました。ぜひ今後またいろいろな変化が起こる可能性もあります

ので、今後とも関係機関と協議を進めて、準備だけはしておいていただきたいというふうにも考え

ております。 

  それでは、２点目の各種申請手続についてなのですけれども、複数のご遺族の方から亡くなった

際の手続が非常に大変で、何回も何回も支所に通うことになったと、何とかならないのかという話

をいただいております。市のホームページでは、トップ画面のところでライフインデックスという

ことで手続をホームページにまとめておられます。ただ、一番非常に大変なお悔やみの部分、これ
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には戸籍と国民年金、それの申請、それとお墓の改葬許可、この３点だけが掲示されております。

そこで、市民課の課長さんにお伺いしたいのですけれども、死亡時のこういう煩雑な手続ですけれ

ども、いろいろなケースがあると思いますけれども、最大で何種類ほど申請書類がありますでしょ

うか。 

〇議長（三田敏秋君） 市民課長。 

〇市民課長（八藤後茂樹君） まず、結論から申し上げますけれども、最大で幾つの申請書類、届出

書類が必要といいますか、あるかという点ですけれども、ちょっと集約し切れませんでした。これ

は、富樫議員おっしゃったとおり、様々なケースがあるということで、亡くなられた方、また亡く

なられた方の世帯の状況によって様々な手続が発生して、そこからまたその一つの手続についても

この場合はこういうものがあるということで、さらにまた用紙が必要になってくるというような形

で、短時間にはちょっと集約し切れませんでした。申し訳ありません。 

〇議長（三田敏秋君） 富樫雅男君。 

〇３番（富樫雅男君） 今までこういう亡くなった方のいろいろな手続、１回で済むことというのは

そうそうないと思いますけれども、何回かにわたって、何日かにわたって手続されているというほ

うが多いかなと思いますけれども、延べ何時間くらい死亡時はかかっておりますでしょうか。 

〇議長（三田敏秋君） 市民課長。 

〇市民課長（八藤後茂樹君） 書類に足りないものがあってもう一度来ていただくという回数とか、

その辺はちょっと、申し訳ありません、把握はしていないのですが、１回の亡くなられた方死亡後

の手続の状況ですと、担当している係の者などの話からはおおむね１時間半から２時間程度かかっ

ている模様です。 

〇議長（三田敏秋君） 富樫雅男君。 

〇３番（富樫雅男君） 手続をスムーズにするための取組というのは全国でもいろいろ行われており

ます。一番先駆けてやったのが福岡だったかと思いますけれども、その後静岡の浜松市とか、いろ

いろ工夫したものを作っておられます。おくやみガイドなんていうものを作っておられたりしてお

ります。手続の際に亡くなった方、また届出される方のもので用意する必要があるよというものも

詳細に書かれておりましたり、市役所での手続だけでなくて、相続で必要な書類など市役所以外で

必要な手続についても書類、また届出先がまとめられているというものもあります。これは埼玉県

の鴻巣市、ここが作った遺族のための手続きガイドブックというものなのですけれども、先ほど市

民課長さん言われていましたけれども、いろいろなケースがあってということ、確かにそのとおり

なのです。そこら辺をこのガイドブックはチェックリスト方式で、これとこれを選んでいくとどう

いう書類が必要ですと行き当たるようなものになっております。私が調べた範囲では、新潟県で総

合的にまとめたものというのは自治体の中で探してもちょっと見当たりませんでしたけれども、例

えば鴻巣市だとか、先ほどの浜松市、こういう取組で手続に必要な時間が３分の１になったと。そ
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の自治体は３時間が１時間になったとか、または書類の量も最大で60種類くらいあったとか、そん

なにあるのかなと思うのですけれども、いずれにしてもお年寄りの方は10枚、20枚の書類に住所、

電話番号、名前と書いていくのも非常に大変なのです。私も両親が亡くなったときにそういう経験

ございますけれども、本当にこれお年寄りの方だったら大変だろうなと。また、本当に遺族が亡く

なって一番気持ちが落ち込んでいるときに申請しないといけないという精神的な負担もあります

し、何とかしたいものだなと、していただきたいものだなと思います。 

  そこで、総務課長さんにお伺いします。政府が打ち出している自治体のデジタル強靱化計画とい

うのは、市民の皆様の利便性の改善と自治体業務の効率化を目指したものです。窓口は情報化推進

室になるのかなと思っておりますけれども、人員を含めて体制のほうは十分整っておられるでしょ

うか。 

〇議長（三田敏秋君） 総務課長。 

〇総務課長（竹内和広君） 窓口は私ども総務課の情報化推進室が窓口になりますし、これ自体も行

財政改革の一つでございますので、総務課が所管となります。内閣府のほうで出されましたデジタ

ル・ガバメント実行計画のほうに記載がありますように、申請書を書かせない窓口をつくるのだと

いうのが政府の目標でございますので、現在の体制の中で今後の課題としては取り組みます。ただ、

どうしても、次の２点目に入って申し訳ございませんが、マイナンバーカードが本人確認の最も最

たるものとなってまいりますので、それとシステムを連携させるにはなかなかいろんなことを検討

していかなければならない。それらの検討と人員を併せて行財政改革の中でも検討し、その検討結

果が市民の皆様のサービスにつながるような仕組みづくりにしていかなければならないかなという

ふうに認識をいたしているところであります。 

〇議長（三田敏秋君） 富樫雅男君。 

〇３番（富樫雅男君） マイナンバーカード、住民基本台帳とか、そこら辺をつなぎ、うまく融合さ

せていけば本当に書かなくて済む手続になるのですよね。 

  では最後に、今後のＧＩＧＡスクールのこともありますけれども、これは教育委員会の教育情報

センターかなと。先ほどの情報化推進室も組織図を見ますと４人、教育委員会の情報化推進室も人

員は４人となっておりましたけれども、専門的知識を持っている若手の職員の育成、確保、また配

置、そこら辺をぜひとも進めていただきたいなと思います。 

  菅総理になるかどうか分かりませんけれども、デジタル庁とか何かかなりデジタル強靱化計画に

沿った省庁も特別につくろうかなんていうことも言い出していますし、ぜひとも今後必要不可欠な

施策だと思いますので、よろしくお願いいたします。最後に、そこら辺について市長のお考えをお

聞かせください。 

〇議長（三田敏秋君） 市長。 

〇市長（高橋邦芳君） 先ほど議員ご指摘の教育委員会の情報センター、これについては情報センタ
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ー機能を提供する職員ということでありますので、市全体の情報化を統括しているのは総務課の情

報化推進室ということになります。体制の整備もそうなのですけれども、ご承知のとおり、これま

でいろいろな行政事務がデジタル化してきています。そこのところがどんどん、どんどん加速をし、

実はマイナンバーにつきましても市の中では付加価値まだ、付加サービス入れていないのですけれ

ども、今後どんどん、どんどん進むのだろうというふうに思っています。また、進まなければマイ

ナンバーの機能を発揮することできませんので、そうした意味におきまして、それを核にしながら

いろんなサービスがワンストップで行われるというのは、これは最終形だというふうに思っていま

すので、しっかりそのことについて取組を進めていかなければならないと思っております。 

  現在本庁・支所間の会議もダイレクトに集まる会議を主体に行っているわけでありますけれども、

今回のコロナウイルス感染症対策の一環としてウェブ会議を導入してやっています。まだぎこちな

いところがあったりしますけれども、随分と機能するようになりました。また、先日の防災訓練に

おきましても各避難所をリンクした形での情報の統括なんかも、ああ、なるほどこういう形である

と瞬時にその場面が分かるね、これは避難所間もそうですし、対策本部と避難所間、これも分かる

わけです。これをこれまでも度々具体的に使ってまいりましたけれども、実際に災害が発生してい

るところの情報をデジタル的に捉えるということも可能になっています。こういった有事の際の活

用と議員ご提案のありました平時の際の市役所の窓口サービスも含めて、いろんなところがデジタ

ル化していくということがこれから当然来ます。それを使っていただくのは市民の皆様であります

ので、すぐ使える方もいらっしゃれば、なかなか使えない方もいらっしゃいます。そのときにはア

ナログ部分も含めて、例えば先ほどご提示をいただきましたテキストペーパーであるとか、チェッ

クシートであるとか、そういうものも活用しながら、実際に申請書を書くときに、書くのだけれど

も、１回で済むとか、そういうようなところ、実はいろんな場面でそういう取組も進めさせていた

だいておりますので、そういった市民の皆様方の利便性を最優先に考えた行政サービスの提供につ

いての在り方、これをＩＣＴを進める、そうした中でしっかりと検討し、確実に具体的な制度とし

て提案をしていきたいというふうに思っております。 

〇議長（三田敏秋君） 富樫雅男君。 

〇３番（富樫雅男君） ありがとうございました。 

  以上で私の一般質問終わらせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

〇議長（三田敏秋君） これで富樫雅男君の一般質問を終わります。 

  以上で今定例会の一般質問を終わります。 

                                             

〇議長（三田敏秋君） 本日はこれで散会といたします。 

  なお、11日から第１委員会室において各常任委員会が開催されますので、定刻までにご参集くだ

さい。 
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  大変長時間ご苦労さまでございました。 

          午後 ４時１０分  散 会 


